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M I S S I O N  S T A T E M E N T

わたしたちは、

苦しんでいる人を救いたいという思いを結集し、

いかなる状況下でも、

人間のいのちと健康、尊厳を守ります。

わたしたちは、赤十字運動の担い手として、

人道の実現のために、

利己心と闘い、無関心に陥ることなく、

人の痛みや苦しみに目を向け、

常に想像力をもって行動します。

人　道：人間のいのちと健康、尊厳を守るため、苦痛の予防と軽減に努めます。

公　平：いかなる差別もせず、最も助けが必要な人を優先します。

中　立：すべての人の信頼を得て活動するため、いっさいの争いに加わりません。

独　立：国や他の援助機関の人道活動に協力しますが、赤十字としての自主性を保ちます。

奉　仕：利益を求めず、人を救うため、自発的に行動します。

単　一：国内で唯一の赤十字社として、すべての人に開かれた活動を進めます。

世界性：世界に広がる赤十字のネットワークを生かし、互いの力を合わせて行動します。

わたしたちは、世界中の赤十字が共有する

7つの基本原則にしたがって行動します。

日 本 赤 十 字 社 の 使 命

わ た し た ち の 決 意

わ た し た ち の 基 本 原 則
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ミッションステートメント

　スイス人のアンリー・デュナンは、1859年、イタリ

ア統一戦争の激戦地ソルフェリーノで放置された4万

人の死傷者に遭遇します。

　「傷ついた兵士はもはや兵士ではない、人間である。

人間同士としてその尊い生命は救わなければならな

い」との信念のもと、村人たちと協力して懸命に救護に

あたりました。そして、この体験を「ソルフェリーノ

の思い出」という本にまとめ、以下の必要性を訴えま

した。

①戦場の負傷者と病人は
　敵味方の区別なく救護すること。

②そのための救護団体を
　平時から各国に組織すること。

③この目的のために
　国際的な条約を締結しておくこと。

　この思想がヨーロッパ各国に反響を呼び1864年に

戦争犠牲者の保護・救済のためのジュネーブ条約が調

印され、国際赤十字が誕生しました。

　日本赤十字社は、この国際赤十字の一員として、共通

の理念と原則に基づき、世界191の国・地域の赤十字・

赤新月社と互いに連携しながら活動を行っています。

表紙写真：�救護所を受診した生後3週間の赤ちゃんを抱っこする日本
赤十字社岡山県支部救護班看護師

令和5年度（2023年4月1日～2024年3月31日）の取り組み実績をも
とに作成していますが、特集については、一部、令和5年度以外の実績
も反映しています。

赤十字の誕生

「ソルフェリーノの啓示」東郷青児（日本赤十字社蔵）
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日本赤十字社�長期ビジョン 目指す姿と長期戦略�～創立150年に向けて～

互いを思いやり、助け合い、
尊重し合う社会づくり

人々の健康・福祉を
支える地域づくり

災害や紛争から人々が
守られる社会づくり

災害や紛争時における
支援の充実とレジリエンスの強化

超少子高齢社会における
地域の健康・安全な生活の追求

多様化が進む社会における
人道の輪の拡大

事業戦略

奉仕団等ボランティア主体の活動の拡充

国際赤十字との更なる協働

会員の赤十字運動への参画促進

運�動�基�盤�強�化�戦�略

国内外における人道支援活動の“要”となり、
わが国の地域医療・血液事業の中核を担う赤十字

目指す姿

社長メッセージ

皆さまに支えられ皆さまに支えられ

赤十字運動の輪を赤十字運動の輪を

広げてまいります広げてまいります

日本赤十字社 社長

日本赤十字社 アニュアルレポート 2023-202403

社長メッセージ

赤十字運動は、日頃より皆様方からの幅広いご支援、ご協力をいただいてその歩みを進めてまいり

ました。こうした皆様のお支えに、改めて厚く御礼申し上げます。

元日に発生した令和 6 年能登半島地震は、石川県を中心に甚大な人的、物的被害をもたらしました。

日本赤十字社は発災直後から救護班を派遣するとともに、救援物資などの配布を行うなど、被災され

た人々への救護活動を懸命に行ってまいりました。そこでは、医療スタッフだけではなく、地元の赤

十字ボランティアを含めた多くの人たちが、日本赤十字社の強みである「総合力」を発揮して、文字

通りオール日赤の活動を共に展開いたしました。「人間のいのちと健康、尊厳を守る」という日赤のミッ

ションステートメントを象徴する実践であったと思います。

また昨年は６月末からの継続的な大雨や 7 月及び８月に発生した２つの台風の影響による河川の氾

濫等によって、全国各地で大きな被害も発生しました。こうした豪雨災害は、近年ますます頻発化・

激甚化・広域化しています。日本赤十字社は、こうした気候変動による人道危機に対し、全社を挙げ

て様々な角度からの取り組みを強化しており、とくに温暖化に関しては、従前からの救護や防災の取

り組みに加えて、事業者として温室効果ガスの排出量削減にしっかりと取り組むことでその防止にも

努めてまいります。

世界に目を転じますと、ウクライナ人道危機の終息が見えない中、10 月には中東においてイスラエ

ル・ガザの武力衝突も勃発しました。また昨年はトルコ・シリア、モロッコで大規模地震、ハワイ・

マウイ島では山火事、さらにリビアでは洪水など、自然災害も絶えませんでした。日本赤十字社は世

界の赤十字社・赤新月社とともに、紛争・災害等により発生した人道危機に対して救援金の募集や職

員の派遣などの活動を通じた救援・復興支援に力を尽くすとともに、国際人道法の普及、核兵器や気

候変動リスクへの関心喚起などにも力を注いでいます。

日本赤十字社は、3 年後の令和 9 年（2027 年）に創立 150 周年を迎えます。改めて歴史を振り返る

と同時に、創立理念を将来にむけて実現し続けるために今何をすべきかを考える機会にしたいと思い

ます。

苦しんでいる人を救うという創立の理念、それにもとづく「人間のいのちと健康、尊厳を守る」と

いう赤十字の使命は不変です。一方で私たちを取り巻く状況は、少子高齢化といった社会構造の変化、

AI に象徴される不連続な技術革新、新たな冷戦ともいわれる国際情勢の変化、そして温暖化といった

地球環境の変化など、大きく構造変化しています。こうした大きな構造変化の中で、これまでに無い

ような、あるいは社会的に認識されてこなかった新たな人道課題も浮き彫りとなってきます。私たち

はこのような変化に対して、積極的に立ち向っていかなければなりません。

創立より今までの長きにわたり、私たちの活動は、赤十字の理念を共有してくださる会員やボラン

ティア、献血者の皆さまなど多くの方々によって支えられてまいりました。創立 150 周年を迎え、さ

らにその先の未来に向けて、皆さまと共に、「人間のいのちと健康、尊厳を守る」という使命のもと

国内外の人道危機に対応し、赤十字運動の輪を広げていきたいと考えています。今後とも、皆さまの

より一層のご支援とご指導を賜りますようお願い申し上げます。
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特集1
令和6 年能登半島地震

令和6年能登半島地震における 
日本赤十字社の活動

令和6年1月1日に発生した能登半島地震は、石川県を中心に甚大な被害をもたらしました。
日本赤十字社は発災後いち早く、全国の各支部から医療救護班(DMAT含む)などを被災地に派遣。避難所や孤立し

た集落・施設への巡回診療、臨時救護所の開設、被災者のこころのケアを実施しています。
また、多くの赤十字ボランティアの協力も得て、毛布や安眠セット、緊急セット、携帯型簡易トイレなどの救援物資を

配布しました。断水が続く避難所の給水支援事業にも取り組んでいます。
私たちは今後も、被災された方々への支援を続けていきます。

特集 1  | 令和6年能登半島地震

巡回診療を行う日本赤十字社大阪府支部救護班（大阪赤十字病院）

ひび割れた道を進み、被災者のもとへ＝1月6日、珠洲市

■災害の概要［気象庁情報］
・発生日時：令和6年1月1日16時10分
・最大震度：震度７(石川県志賀町) 
・マグニチュード：７.6
・震源地等：石川県能登地方(輪島の東北東30km付近) 深さ 16km
・1日16時以降、震度５強以上を観測した地震が11回発生
・1日に大津波警報、津波警報が発令され、 ２日にすべての警報が解除

■災害救助法等の適用［内閣府（防災担当）情報］
・新潟県、富山県、石川県及び福井県3５市11町1村に災害救助法が適用
・激甚災害に指定
・特定非常災害に指定

ⒸAtsushi Shibuya

日本赤十字社 アニュアルレポート 2023-202405

特集 1　令和6年能登半島地震

 »  令和６年能登半島地震における主な活動内容
日本赤十字社は、救護班の派遣や救援物資の配布を含め、主に以下の８つの項目で支援活動を展開しています。

⿎医療救護
日本赤十字社は地震の発災
直後から、日赤災害医療コー
ディネートチーム及び救護班
を現地に順次派遣し、避難所
はもとより、医療支援が届き
にくい孤立した集落や施設に
対する巡回診療なども実施し
ました。

⿎救護班等の活動状況 （令和６年5月8日現在）

救護班＊（DMATを除く） 290班

日赤災害
医療コーディネートチーム（CoT） 120班

こころのケア班 44班

＊�救護班の構成：医師１人、看護師３人、主事２人に加え、薬剤師、助産師、
こころのケア要員等を帯同。

輪島市 能登町

中能登町

穴水町

志賀町

羽咋市

かほく市

宝達志水町

津幡町

金沢市野々市市

七尾市

珠洲市

珠洲市保健医療福祉調整本部
（CoT、救護班、こころのケア班）

輪島市保健医療福祉調整本部
（CoT、救護班、こころのケア班）

能登町保健医療福祉調整本部
（CoT、救護班、こころのケア班）

能登中部保健医療福祉調整本部
（CoT、救護班、こころのケア班）

日本赤十字社石川県支部災害対策本部
（CoT、こころのケア調整班）

石川県保健医療福祉調整本部
（CoT）

日本赤十字社救護班活動場所

＊CoT＝コーディネートチーム

Japanese Red Cross Society Annual Report 2023-2024 06



⿎ 災害義援金の受付と配分先
令和6年1月４日から「令和6年能登半島地震災害義援金」の受付を開始しました。寄せられた義援金は、
被災地の方々の生活を支援するため、被災県が設置する義援金配分委員会へ全額をお送りします。

※活動資金と義援金の違いについては、57ページをご参照ください。

特集 1  | 令和6年能登半島地震

毛布
16,005 枚

緊急セット
2,224 セット

安眠セット
5,230 セット

その他
携帯型簡易トイレ
3,400 個 等

赤十字ボランティア 救援物資の配布

こころのケア

各支部の赤十字ボランティア１，709人＊が支部災
害対策本部支援、救援物資の搬送、炊き出し、災
害ボランティアセンター安全管理、避難所運営支
援等を実施しました。� ＊令和6年5月３日現在

こころのケア班により、被災者の健康や悩みなど
を伺う心理的支援等を実施しました。

日本赤十字社は避難所を中心に救援物資を配布
しました。

⿎活動の様子

受付金額 （令和６年３月31日現在）372 億 190万 4千円
受付期間 令和６年１月４日（木）から令和６年12月27日（金）まで

配分先 石川県、富山県、新潟県、福井県

日本赤十字社 アニュアルレポート 2023-202407

給水衛生事業

保健衛生支援

被災地医療機関への看護師派遣

国際ERU資機材の一部である給水ユニットを活用
し、断水地域における生活用水の確保及び被災
者の生活支援を実施しました。

医療救護班の派遣だけでなく、３つの被災医療機
関へも57の赤十字病院等から１２8人の看護師
を派遣しました。

生活環境の整備、感染症対策、行政職員へのケア
の実施など、多様化する地域保健ニーズへの対
応及び支援を実施しました。

ボランティアの声　
石川県赤十字安全法奉仕団　池田 幸應さん

赤十字マークを見ただけで“今日は来てくれて、ありがとう”と声をかけられま
す。全国から日赤救護班が石川に集まっていて、活動中にすれ違うと、同じ赤十
字マークを着けた仲間だから、互いに目を合わせたり、手を振り合ったりして、一
緒に活動しているチームだ、と感じて励みになります。

石川県赤十字安全法奉仕団　小倉 誠吾さん
全国から救護班に来ていただいて、ありがたい。石川県民として、赤十字が
活動しているのを見ると安心感があります。現地に行きたいと思っている人た
ちの分まで、日赤ボランティアの代表として活動しています。

Japanese Red Cross Society Annual Report 2023-2024 08



特集2
最近の人道危機と国際人道法

1. イスラエル・ガザ人道危機

特集 2  | 最近の人道危機と国際人道法

 イスラエル・ガザ人道危機対応において 
赤十字が大事にしていること

- 今、苦しんでいる人々のいのちと尊厳をまもること

- 赤十字の「中立性」「公平性」「敵味方の区別なく、最も助けが必要な人の救護」

- 人道支援を届けるための「国際人道法」の遵守の訴え

©ICRC

©ICRC

令和５年10月７日から激化しているイスラエルとガザでの武力
衝突。
イスラエル・ガザ双方で多くの方が亡くなっています。
イスラエルではいまだに人質としてとらえられている方々が
おり、ご家族は不安と苦しみを抱えたまま過ごしています。
また、ガザ地区では大量の避難民が中部から南部に滞留し、
食料や水、薬など生きるために必要な基本的なものが不足して
いる深刻な状況です。
国際赤十字は、民間人や医療・支援従事者、病院を含む民用
物の保護や人質解放に加えて、安全に継続して人道支援が届け
られるよう、紛争当事者に戦時のルールである国際人道法を守
るよう働きかけてきました。しかしながら、これまでに女性、
子ども、高齢者、けが人や病人などを含む多くの民間人が犠牲
になっています。

日本赤十字社 アニュアルレポート 2023-202409

特集 2　最近の人道危機と国際人道法

 » 人道支援に特化した団体として特色ある活動を実施

 » 日本赤十字社のこれまでの対応 （令和6年3月25日現在）

1. 「イスラエル・ガザ人道危機救援金」の募集：令和5年10月17日～令和6年9月30日予定）
2. 国際赤十字への資金拠出：約1億4,000万円（内訳、使途は下方参照）
3. 人的貢献：状況に応じて、国際赤十字との調整のもと、検討中
4. 情報発信：ホームページへの速報の掲載、現地活動状況にかかる報告会の実施
5. アドボカシー強化：赤十字の7原則や国際人道法の普及・遵守に向けた発信など
＊ ICRC駐日代表部と協調して国内広報露出を拡大

エジプト赤新月社：
•	ガザへの物資搬入のロジを担当
＊	シナイ半島北部での活動を当局から唯一
許可された組織

赤十字国際委員会：
•	各紛争関係者への働きかけ
•	人質解放時の引き渡し支援
•	ガザへの外国人医療者の派遣

日本赤十字社など各国赤十字社：
•	資金・物資・人的援助
•	ファンドレイジング
•	情報発信
•	人道外交
•	世論形成

パレスチナ赤新月社：
•	救急車による傷病者搬送
•	病院等での治療
•	救援物資の配付
•	こころのケア　等

イスラエル・ダビデの赤盾社：
•	救急車による傷病者搬送
•	輸血用血液の確保
•	国内避難者支援　等

攻撃のあった場所に駆けつけるスタッフ

支援物資を搬入するスタッフ

救急車で傷病者を搬送するスタッフ

人質解放の際の引き渡し支援を行う
ICRCスタッフ

避難所で子どもたちのこころのケアを
実施するスタッフ

医療物資等必要物資の搬送準備

救援物資の準備を行うスタッフ

©MDA

©ERC

©PRCS

©AFP

©PRCS

©ICRC

©MDA

資金拠出内訳 第１回送金 第２回送金 計 主な使いみち

イスラエル・ダビデの赤盾社 1,000 万円 ― 1,000 万円 ・負傷者の救急搬送や応急手当
・�病院での医療の提供や病院における避難民の受
け入れ

・人道支援物資の搬送
・国際社会に対するメッセージ発信

パレスチナ赤新月社※ 1,000 万円 5,000 万円 6,000 万円

国際赤十字・赤新月社連盟
（IFRC） 1,000 万円 ― 1,000 万円

赤十字国際委員会
（ICRC） 1,000 万円 5,000 万円 6,000 万円

上記に加え、以下の活動を実施
・�武力衝突の当事者に対する国際人道法に基づく
対話の継続（民間人の保護、人質の即時解放など）

・人質や捕虜の解放時のひき渡し支援など
4,000 万円 １億円 １億 4,000 万円

ガザ地区
イスラエル

©�Google�Map

エジプト

※パレスチナ赤新月社へは送金当時のレートで米ドル建て送金。（第一回9,979,407円、第二回49,0３8,３84円）
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2. ウクライナ人道危機

特集 2  | 最近の人道危機と国際人道法

令和6年１月２日の朝　ロケットの攻撃を受けたウクライナ・キーウで赤十字の緊急対応要員が応急手当やこころのケアを行う

©URCS

ウクライナ人道危機から２年
令和４年２月２４日以降、ロシア・ウクライナ国際武力紛争によって、ウ
クライナ各地において戦闘が激化。今日もなお戦闘は終わることなく、多
くの人々が命や故郷を奪われ、心や体に傷を負っています。避難先から住
み慣れた場所へ帰る人々がいる一方で、未だ約1,000万人が国内外での避
難生活を余儀なくされており(令和6年２月時点)、人道支援機関や政府か
らの支援に頼って生活するなど日々の暮らしは容易ではありません。日本
赤十字社は国際赤十字への資金援助や要員派遣を通じてウクライナ及び
周辺国(ポーランド、ルーマニア、スロバキア、ロシア等)における活動
を支援すると同時に、ウクライナ赤十字社と協力して巡回診療、在宅ケア、
リハビリテーションセンター支援など、日本赤十字社が強みを持つ保健医
療分野を中心とした二国間支援事業を拡大しています。

令和５年6月、ウクライナ南部ヘルソン州
のカホウカ水力発電所のダムが決壊し、大
規模な洪水が発生しました。一部地域では
水位が８メートルを超え、人々の避難や、
支援物資の運搬も困難な状況になりまし
た。ウクライナ赤十字社は、日本赤十字社
も支援している「緊急対応基金」を使って、
ダム決壊後すぐに被災地に入り、昼夜を問
わず救援活動を行いました。©IFRC

©IRC

©IFRC

日本赤十字社 アニュアルレポート 2023-202411

 » 海外救援金の募集・国際赤十字の支援実績
日本赤十字社は、国際赤十字の大規模な資金援助要請に対し、

令和４年3月２日から「ウクライナ人道危機救援金」の募集を行
い、寄せられた救援金をもとに、国際赤十字への資金援助や人
的支援、日本赤十字社とウクライナ赤十字社が協力して実施す
る支援事業を行っています。

日本赤十字社は、赤十字国際委員会(ICRC)と国際赤十字・
赤新月社連盟(連盟)の緊急資金援助要請に対して、総額５0億
円の資金援助を行ってきました。国際赤十字全体では、武力紛
争の影響を受けている人々に対して、これまで(令和５年1２月
現在)右図に記載の幅広い支援を届けています。

 » 日本赤十字社のウクライナにおける中長期支援について
ウクライナ赤十字社(URCS)は、復興や開発といった中長期的な取り組みも進めるため令和５年から令和７年までの3

か年計画「URCS One Plan」を策定し、それに基づいた活動を計画・実施しています。特に中長期的な組織強化の優先
分野として、①保健(リハビリテーションやこころのケアを含む)、②ソーシャルサービス(社会福祉)、③緊急救援の3
分野を掲げていますが、日本赤十字社もその3つを中心に、ウクライナ各地での救援・復興支援活動を支援しています。

令和５年度末までに実施した主な事業は以下の通りです。

保健分野 緊急救援分野

ソーシャルサービス（社会福祉）分野

受付金額 （令和６年３月31日時点）94億473万4,868円

1,526万人
安全な水の提供

178万人
避難・移動支援

190万人
現金給付支援

1,791万人
物資など基本的支援

222万人
居住支援

武力紛争の影響を
受けている人々128万人

保健医療支援

34.3万人
保護活動

日本赤十字社ウクライナ代表部　副代表　樋野　芳樹
私は、令和5年５月よりウクライナのリヴィウやキーウにおいて、主に日本赤十字社がウクライナ赤十字社と協
力して実施する支援事業の事業管理を行っています。
令和4年に始まった武力紛争はウクライナの人々の生活を一変させましたが、深刻な状況は現在も続いてい

ます。いまだに命を脅かすドローンやミサイル攻撃は続いており、長い避難生活を続ける国内避難民の精神的
な負担もまた非常に大きなものです。特に高齢の人 に々とっては、長年住み慣れた街を心の整理もつかないま
ま離れ、土地勘のない場所で新たな生活を送ることは容易ではありません。
日本赤十字社はウクライナ赤十字社を通じて、医療の届きにくい場所に住んでいる人 を々支援する巡回診療
や紛争関連の障がいを負った人 を々支えるリハビリテーション支援を提供しています。その他にも、避難民の方
が厳しい冬を過ごすための厳冬期対策の支援や、現金給付支援もしています。
さらに、これまでの支援活動に加え、令和5年秋からはウクライナ中部の2州で在宅ケアの支援にも着手して
います。このサービスは、避難民を含む社会的に脆弱な環境にある人々の自宅にソーシャルヘルパーを派遣し、
身の回りのお世話をするものです。在宅ケア支援を受けている受益者の方々からの言葉からは、ソーシャルヘルパーに対する信頼感と感謝の気持ちが伝わっ
てきます。この支援は物理的なサポートの提供だけではなく、受益者の心理的な支えにもなっている点でとても意義深いものです。
適時・適所に支援を届けるため、現場ニーズをしっかりと把握し、ウクライナ赤十字社と協力しながら有効な支援を届けるお手伝いを続けていきたいと思っ

ています。

現地代表部からの声

ジトーミル州
キーウ

ヴィンニツァ州

イヴァノ＝
フランキウスク州

リヴィウ州

巡回診療支援
ウクライナ赤十字社と州
保健局との協力による医
療チームが、医療が届き
づらい地域を車で訪問
し、保健医療サービスを
提供する支援。
日本赤十字社は山間部に国内避難民が集中するイヴァノ
＝フランキウスク州への資金および事業管理支援を実
施。令和 5年度は、巡回診療の薬剤管理のために日本
赤十字社から薬剤師を派遣。

厳冬期対策支援
エネルギー供給が限られ
る中で人々が厳しい冬を
越せるよう、必要物資や
環境を支援。令和 5年の
支援ではセラミックヒー
ター１,000 台や充電キットなどを整備。

在宅ケア支援
家族が戦線に行ってしまい一人暮らしとなった高齢者や、避難
民、そして障がいのある人やその家族などを対象にした、ウク
ライナ赤十字社のソーシャルヘルパーによる在宅ケア支援。日
本赤十字社は、ジトーミル州とヴィンニツア州を支援。

救急車支援
救急車 １0台（救護
班用５台 + 巡回診
療用 5 台）の支援
を実施。

リハビリテーション分野
支援
リヴィウ救急病院付属の
リハビリ部門や、救急病
院の後送病院であるリハ
ビリテーションセンター
の増改築支援と技術支援
を実施。また、今後も日本赤十字社から理学療法
士を派遣し、訪問リハビリテーションなど地域に
根差した支援も展開していく。

©IFRC
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3. 国際人道法

特集 2  | 最近の人道危機と国際人道法

(1)国際人道法とは

・武力紛争（戦争）時になって初めて適用される、国際的なルールの総称
・目的は、戦争がもたらす犠牲や損害を軽減すること
・戦闘に関わらない一般市民等を保護すること

アンリー・デュナンは２つの提案をしました。
1つ目は戦場で負傷した兵士を敵・味方の区別なく救護す
るために、平和な時から各国で救護団体を組織しておくこと。
これはのちに赤十字社の誕生につながります。
２つ目は救護団体が戦場で安全に活動できるように国際的
な取り決めを結ぶこと。これはのちにジュネーブ条約の誕生
につながります。
赤十字とジュネーブ条約が密接に関係していることがわか
ると思います。戦場という究極の状況下でも、その影響下に
ある一般市民を人道的に保護するために国際人道法があるの
です。
当たり前のことを目的にしているようですが、人道を実践
する仕組みをつくるということに大きな意義があるのです。
この約束事(国際人道法)を、一人でも多くの人が知り、
支持することで、紛争当事者にその遵守を促し、民間人等を
守ることに繋がっていきます。

©IFRC

ソルフェリーノの戦い（1859年）
イタリア統一戦争（仏伊 VS オーストリア）

⬇
アンリー・デュナン：「ソルフェリーノの思い出」1862 年出版

⬇ ⬇
提案１

戦場で負傷した兵士を敵・
味方の区別なく救護するた
めに、平和な時から各国に
救護団体を組織しておく。

提案２
救護団体が、戦場で安全に
活動できるように国際的な
取り決めを結ぶ。
　

⬇ ⬇
各国赤十字社の誕生 ジュネーブ条約の誕生

（国際人道法）

日本赤十字社 アニュアルレポート 2023-202413

(2)武力紛争時に守られるべきルール
⿎犠牲者の保護のルール

⿎戦闘方法・兵器を規制するルール

収容・看護の原則
傷病者は敵味方の区別なく、手当てする。
・紛争当事者は、傷病者を収容、看護しなければならない
・	そのための医療要員、施設、機材等を保護する赤十字な
どの標章を尊重、保護する

区別の原則
戦闘員と文民、民用物と軍用物を区別し、攻
撃は軍事目標に限定しなければならない
・	軍事目標主義
・	文民（一般市民）への攻撃／無差別な攻撃の禁止
・	油田やダムなどへの攻撃の禁止
・	文化財、歴史的遺産の破壊の禁止

予防措置の原則
攻撃を実行する際にはすべての実行可能な予
防措置をとること
・	人口密集地に軍事目標を設けない
・	文民や民用物を軍事目標の付近から移動させる
・	「人間の盾」は禁止

人道的な待遇の保障
敵対行為に直接参加しない者は、すべての場
合において、差別なく人道的に待遇する。
・武器を放棄した軍隊の構成員も含む
・人種、皮膚の色、宗教、性別などで差別しない
・彼らへの殺人、傷害、虐待及び拷問、人質などは絶対に禁止
・人間の尊厳や家族との連絡の保障

均衡性の原則
「攻撃の軍事的な必要性」と「攻撃により生ず
る損害の犠牲」のバランスを考慮する。
・	軍事作戦に携わる者は、「軍事上の要請」だけでなく、	
「人道上の要請」も常に考慮する
・	過度な巻き添え（本来の軍事作戦に無関係な犠牲）の	
発生を防ぐ

不必要な苦痛の防止原則
戦闘の方法・手段の制約・兵器の規制
1972年	 生物毒素兵器禁止条約
1980年	 特定通常兵器使用禁止制限条約
1993年	 化学兵器禁止条約
1997年	 対人地雷禁止条約
2008年	 クラスター弾に関する条約
2017年	 核兵器禁止条約

©ICRC

©ICRC

©ICRC

©ICRC

©ICRC©ICRC

©ICRC©ICRC
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(3)赤十字マークの意味と約束事
赤十字マークは、紛争で傷ついた人々を救護する軍の衛生部隊や赤十字の救護員・施
設等を識別するためのマークです。その使用方法は、国際法や国内法で厳格に定められ
ています。
この赤十字マークは、病院や医療を象徴するマークだと思っている方も少なくないよ
うですが、とても大切な意味をもつマークであり、その使用については法律等に基づい
て認められている組織に限られています。一般の病院や医薬品などに使用することは禁
止されています。
なお、赤十字は、紛争犠牲者を支援することを最優先に活動します。紛争犠牲者への
アクセス確保のために当事国/者との対話を続けますが、その過程において、人質解放交
渉や停戦合意交渉等に関わることは、赤十字の「中立」を脅かし、紛争犠牲者への支援
のアクセスが遮断されかねないために控えます。また、赤十字は、武力紛争の当事国/者
が国際人道法に違反しているかどうかを判断する立場にはありませんが、人道支援を遂
行するために国際人道法の遵守を当事国/者をはじめ国際社会に呼びかけています。

これだけ大切な意味がある赤十字マークには、なぜ大きさや形、
色の濃淡などの様式が厳密に定められていないのでしょうか？
その理由は、武力紛争の中で、傷病者の治療や収容等の活動中
であることを示すために赤十字のマークを掲げる人が、常に正確
なマークを描けるとは限らないからです。
赤十字マークの規格を細かく厳密に定めてしまうと、戦争中に
赤十字マークを掲げていても、寸法や形、色の濃淡などがわずか
に異なることを理由として、その施設などが攻撃されてしまうか
もしれません。
ちなみに、赤十字マークの配色は、赤十字の創設者アンリー・
デュナンの祖国であるスイスに敬意を表して、スイス国旗の配色
を逆にしたものが基になっています。

赤十字マーク

「知っていますか？ このマークの本当の意味」

赤十字マークには、厳密な寸法、色、形などの定めはありません。

日本赤十字社 アニュアルレポート 2023-202415

(4) 核兵器のリスクへの警鐘と核兵器廃絶に向けた
行動の呼びかけ

赤十字国際委員会(ICRC)と日本赤十字社は、政治的緊張により核兵器のリスクが高まっている最中、５月19日から
２1日に広島で開催されたG７サミット(主要国首脳会議)にあたって、核兵器廃絶を国際社会に訴える共同声明を発表し
ました。
「G７のリーダーたちが広島に集う今このときこそ、世界の人々は、19４５年に２度の原爆投下によってもたらされた恐怖
を思い起こすべきです。人類の生存のために、私たちは、破滅的な影響と取返しのつかない被害をもたらす兵器を世界か
らなくさなければなりません。そのためには、国際社会による緊急かつ断固とした行動が必要とされています。(一部抜
粋)」
この声明では、核兵器廃絶に向けて、核兵器禁止条約の署名・批准、威嚇の非難、即応態勢の解除、国際法上の義務や
公約の履行等、全ての国に行動を呼びかけました。

©ICRC ©日本赤十字社

赤十字国際委員会（ICRC）�総裁
ミリアナ・スポリアリッチ

日本赤十字社�社長
清家�篤

また、11月には、アメリカの赤十字ユースと日本の赤十字ユースが核兵器に関して意見交換をするオンライン・イベ
ントを開催し、11月２７日から1２月1日までニューヨーク国連本部で開催された核兵器禁止条約の第２回締約国会議にも参
加し、核兵器の非人道性と事態を未然に防ぐことを訴え、締約国と共に核兵器の廃絶に向けて引き続き協力していくこと
を伝えました。

国際赤十字・赤新月運動を代表して声明文を読み上げる日本赤十字社職員

【共同声明の
全文はこちら】
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特集3
気候変動への取り組み

特集 3  | 気候変動への取り組み

気候変動＝人道上の危機
国際赤十字は、人道支援団体にはさらなる人命の損失や苦しみを防ぐため、気候変動への

対応に共に取り組む責務があるとして、令和 ３ 年 ５ 月に「人道団体のための気候・環境憲章」
を採択しました。日本赤十字社としても、この人道上の危機に際し、社として一丸となって
取り組む必要があると考え、令和 ４ 年 ３ 月に本憲章に署名、令和 ５ 年 11 月に気候変動対応
基本方針を定めました。

従前より、日本赤十字社では、災害救護や講習などの事業を通じて気候変動による被害軽
減に取り組んできたところです。さらに人道上の喫緊のニーズに的確に対応するために、歴
史あるこれらの事業を充実発展させるとともに、温室効果ガスの排出量削減について責任を
持って効果ある取組みを進めていきます。

⿎気候変動による人道課題の例
①熱ストレスによるリスクの増 ③作物の品質の低下や栽培適地の変化②浸水災害リスクの増 ④感染症を媒介する昆虫の生息域の変化

 » これまでの赤十字のあゆみ

⿎赤十字のあゆみと気候・環境憲章
 ▶国際赤十字
1999年 気候変動に関する人道問題への言及

2002年 赤十字気候センター（Climate Center）の設置

2007年 第３0回　赤十字・赤新月国際会議
気候変動の人道的課題に対処する８つの公約

2010年 連盟2020年戦略
気候変動対応の戦略を明示

201５年 第３2回　赤十字・赤新月国際会議
「気候変動と連盟（IFRC）」報告書

2017年 気候変動に対する行動枠組

2019年 第３３回　赤十字・赤新月国際会議
連盟20３0年戦略
気候変動を最重要事業分野の一つに

2021年 人道団体のための気候・環境憲章

 ▶日本赤十字社
2022年 気候・環境憲章に署名

第二次中期事業計画における重点
テーマのひとつとして気候変動を位置
づけ

202３年 【参考】日本政府
気候・環境憲章へのサポーター参加
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特集 3　気候変動への取り組み

 » 日本赤十字社における気候変動対応基本方針

基本方針の5つの柱

日本赤十字社

地球温暖化・気候変動

“考える”

“とめる”
“救う”

“そなえる”苦しんでいる人を
救う

“広める・つなげる”
活動の輪を広げる

ＰＤＣＡサイクルを回す

温室効果ガスの
排出量削減などへの取組み

気候変動による被害の防止・軽減

気象災害による被災者の支援
温室効果ガス
の排出

人々への
影響

青少年
赤十字

企業
団体

各国
赤十字

政府
自治体

職員
家族 ボランティア

献血者会員

日本赤十字社における気候変動対応基本方針
気候変動は人道の危機

激甚化する水害や猛暑など、気候変動の影響は多くの人々の脅威となっています
私たちは、1５0年の長きにわたり

苦しんでいる人を救うことを目的として活動を続けてきた人道支援団体として
現在、そして未来にわたり、人間のいのちと健康、尊厳を脅かす

気候変動がもたらす様々な脅威に対し
以下の取組みを推進します

救う（気象災害による被災者の支援）
・�気候変動により激甚化・頻発化する気象災害に対し、日本赤十字社の総力を挙げて被災者の救護・支援活
動を実践します
・�救護・支援活動を迅速かつ確実に行うため、日ごろより必要な救護体制と準備を整えます
・熱中症や気候変動による感染症の拡大など、保健上のリスクから人々を守ります

そなえる（気候変動による被害の防止・軽減）
・�気象災害からいのちを守る「防災・減災」の知識を、教育現場や講習・セミナー会場など、あらゆる赤十
字運動の場において普及、推進します
・�地域コミュニティにおける気象災害への備えを強化します
・障害者や高齢者などの気候変動による被害を受けやすい人々に対する備えを強化します

とめる（温室効果ガスの排出量削減などへの取組み）
・�気候変動の悪化を防止することは、人間のいのちを守ることに直結します。そのため、温室効果ガスの削
減やリサイクル・リユースの推進など、環境に配慮した取り組みについて具体的目標を掲げて実践します
・自身が行う事業活動が環境に与える影響を測定し、常に透明性を持って報告します

広める・つなげる（活動の輪を広げる）
・�気候変動・環境問題が人間のいのちと健康、尊厳、そして生活を脅かすものであることを、赤十字の行う
様々な活動の機会を捉えて発信することで、気候変動・環境問題への意識の向上をはかり、個人や組織レ
ベルでの行動を促進します
・�政府、自治体をはじめ、他の企業、団体と共に行動の輪を広げます
・国際赤十字の一員として、各国の赤十字・赤新月社と連携し、世界における気候変動の課題に取り組みます

考える（PDCAサイクルを回す）
・�国際赤十字や国内外の研究機関、組織等と連携し、常に最新の知見を収集・分析することで、日本赤十字
社に求められる役割や活動に対する改善を継続します
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特集 3  | 気候変動への取り組み

これまでの赤十字の取り組み
 » 国際赤十字の取り組み事例

ネパールにおける水源の護岸工事
ネパールのチトワン郡では、毎年のモンスーンによって洪水が発生し、水源が汚染されて安全な水が災害時になくなってしまうという課題があっ
た。住民参加型調査を通じて、住民同士で水源を保護することが住民の脆弱性を軽減することにつながるのかどうかを話し合い、水源の護岸工
事実施を決定した（ネパール・コミュニティ防災事業）。

マラウイにおける社会保障政策を 
検討する会議への参加
アフリカの国、マラウイでは政府の社会保障政策にかかる方針の
改訂を検討する会議にマラウイ赤十字社が参加し、人道的観点か
らより気候変動の影響を受けやすい人々の声を反映した社会保
障政策の必要性を訴えた。

バングラデシュにおける 
サイクロン襲来前の避難支援
2016年に、バングラデシュ赤新月社の5万5,260人のボラン
ティアがサイクロン「ロアヌ」襲来前に村落を回り、洪水への
備えを周知するとともに、50万人以上の人々を安全に避難さ
せた。

©IFRC©IFRC

フランスにおける熱波下での
飲料水の配布
2015年にフランスを襲った熱波で、最も影響を受けやすい人々に
対し、フランス赤十字社のボランティアが飲料水を配布した。

ニカラグアにおけるゲームを使った 
地域住民に対する啓発活動
中南米の国、ニカラグアでは地域で気候変動に関するゲームに参加し、
ゲームをきっかけに地域の曝される課題についての議論に発展した。

©IFRC©IFRC

以下のような取り組み事例を参考にしながら、 「日本赤十字社における気候変動対応基本方針」の５つの柱にもとづき、具体的なアクションプランの策定を進めてまいります。
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 » 日本赤十字社の取り組み事例

令和元年台風第19号災害における救護活動
発災直後から救護班を派遣し、避難所の巡回、医療保健ニーズ
の調査等を行い、被災者の方々の診療等を実施した。（長野県支
部）

平成３０年７月豪雨災害におけるボランティア活動
救護班のナビゲーションや救援物資の積み込み・搬送、義援金の
受付などを実施した。また、熱中症予防や感染症予防の呼びかけ
を行った。（岡山県支部）

熊本赤十字病院における車両を使った災害時の電源供給やＣＯ２を排出しないドクターカーの実証実験
ハイブリッド車や燃料電池車による電源供給の試み。現在、これらのエコカーから被災医療施設、避難所、在宅患者さんのご自宅で使用される
医療機器への電源供給に関する実験を進めている。
燃料電池医療車「Doctor Car NEO」は、水素と酸素から化学反応で電気を作り出し、その電気のみを使って走行する、二酸化炭素（CO2）を排
出しない世界初のドクターカーであり、実証実験を行った。

©熊本赤十字病院 ©熊本赤十字病院

トピックス

赤十字国際委員会（ICRC）と国際赤十字・赤新月社連盟（IFRC）は、「人道団体のための気候・環境憲章」を採択しました。
現在、すべての人道団体が署名に参加することができます。この憲章は、気候や地球環境の危機がもたらす甚大な影響に対応

し、特に、今後その影響を誰よりも実感することになるだろう人々のため、共に行動す
ることを促し、前途を示すことを目的としています。
気候や地球環境の危機もまた、人道危機にほかなりません。誰もが何らかの影響を受

けますが、その影響の度合いは人によって違います。こうした問題の要因を作っていない
人ほど、最大のリスクを負うことが往々にしてあります。本憲章は、気候・環境危機と
対峙し、増え続ける人道ニーズを満たし、これ以上人々に死や苦しみがもたらされること
がないよう協力して取り組むために、人道団体が役目を果たすことを約束するものです。
� （赤十字国際委員会）

人道団体のための気候・環境憲章に込められた想い
本憲章には、赤十字が人道危機として気候・環境問題を捉え、行動を起こす決意と想いが込められています。

以下のような取り組み事例を参考にしながら、 「日本赤十字社における気候変動対応基本方針」の５つの柱にもとづき、具体的なアクションプランの策定を進めてまいります。

©ICRC
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令和 ５年度

Activity�Report�/�2023-2024

活動報告

1 災害救護
地震や台風等の災害や大事故が発生した際、救護班を派
遣して医療救護活動を実施するほか、救援物資の配布、こ
ころのケア、ボランティア活動等を行います。

3 青少年赤十字
幼稚園から高等学校等全国の教育現場で、赤十字の精神
に基づき、児童・生徒が世界の平和と人類の福祉に貢献で
きるよう、「健康・安全」「奉仕」「国際理解・親善」を実践目
標とした多様な活動を展開しています。

2 社会活動
社会の多様なニーズや様々なライフステージに応じて、赤十
字防災セミナー及び救急法等の講習事業を実施しています。
また、少子高齢社会・多様性の受容が進む社会に対応した
地域づくりへ貢献するため、地域包括ケア活動の推進に取
り組んでいます。

4 国際活動
世界各地で紛争、災害、病気といった人道危機に苦しむ
人々へ支援を届けるため、191の国と地域に広がる赤十字の
ネットワークを生かして支援活動にあたります。

日本赤十字社 アニュアルレポート 2023-202421

令和５年度活動報告

6 社会福祉事業
日々の暮らしの中で様々な支援を必要としている高齢者や
子ども、障がいをもった方々が、個人の尊厳を持って、その
人らしい自立した生活が送れるよう、福祉施設でサポートを
行っています。�日本赤十字社の各事業と連携を図ることで、
赤十字の特性を生かした施設運営を行っています。

8 看護師等の養成
保健医療をはじめ災害救護、国際救援等の分野を学ぶこ
とで、看護師等として赤十字の精神と技術を身につけ、国
内の臨床現場はもちろん、海外の災害時にもその力を発揮
し、赤十字の理念である人道を具現化しています。

7 医療事業
全国に91ある赤十字病院は、公的な医療機関として多様化
する地域医療のニーズに応えているほか、急性期医療、が
ん診療等の高度医療、へき地医療、訪問看護サービス等を
展開しています。

5  運動基盤強化の 
取り組み

赤十字の目的に賛同し、運営に参画する会員の拡充や、赤
十字奉仕団等ボランティアが主体的に活動するための支
援体制強化等に取り組んでいます。

9 血液事業
血液を提供していただける方（献血者）を募集し、血液を必要
としている患者さんにお届けする一連の事業です。
献血ルームや献血バス等で献血者の皆様にご協力いただき、
採血した血液を、厳密な検査の上、安全な血液製剤に調整し、
24時間体制で全国の医療機関にお届けしています。
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災害救護

全国赤十字救護班研修会（宮城県）

大規模地震対応計画の見直し及び新たな救護員育成体系に基づく 
救護員実践力の向上
大規模地震対応計画の見直し

日本赤十字社では、今後、発生が危惧されている南海トラフ地震や日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震、首都直下
地震により、大きな被害が想定される地域において、発災直後から迅速かつ組織的に救護活動を実施できるよう、個
別の地震に対する独自の対応計画を作成
しています。

令和５年度は、最新の被害想定等を踏
まえ、救護班などの派遣計画の修正を行
いました。

今後も、国の動向等を注視しつつ、実
効性のある計画とするため、救護訓練等
を通じて計画内容を検証し、必要に応じ
て見直しに取り組んでまいります。

【日本赤十字社の大規模地震対応計画】

大規模地震対応計画の見直し

大大規規模模地地震震対対応応計計画画

東海地震対応計画
平成22年２月作成

東南海・南海地震対応計画
平成24年８月作成

南海トラフ地震対応計画
平成27年12月作成

日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震
対応計画

令和元年７月作成

首都直下地震対応計画
平成23年７月作成
平成29年12月修正

大大規規模模地地震震対対応応計計画画

「南海トラフ地震対応計画」
※「東海地震対応計画」、「東南海・南海地震対応計画」を集約

令和６年３月修正

「日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震対応計画」
令和６年３月修正

「首都直下地震対応計画」
令和６年３月修正
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　1.災害救護

秋田県赤十字災害救護奉仕団　委員長　八代　千春さんボランティアの声
秋田県赤十字災害救護奉仕団は今年で結成25年を迎え、災害時の救護活動をサポート

しています。令和５年７月７日からの大雨災害を受けて「秋田市赤十字奉仕団」と共に秋田
県南秋田郡五城目町へ炊き出し支援を行いました。五城目町では全町域で浸水被害や断
水が発生しており、迅速な対応、復旧への支援が求められていました。連日30度を超える
猛暑の中、被災した町民の皆様へ「氷水」と「ご飯、みそ汁」を振舞った炊き出しは大
変喜ばれ、日ごろから地域に根差した活動をする「地域赤十字奉仕団」と災害時のノウハ
ウを習得した「災害救護奉仕団」との協調が実を結んだ有意義な活動となりました。 炊き出しを行う八代さん（秋田県） ※左側

新たな救護員育成体系の構築に向けた検討及び救護訓練等の実施
今後において発生が危惧されている大規模災害に適時的確に対応するためには、全国的に統一された救護員育成体

系に基づいた救護訓練及び研修を実施するなど、救護員への教育環境を更に整備する必要があります。
令和５年度は、令和４年度に引き続き、新たな救護員育成体系の構築に向け、各育成課程における新たな研修プロ

グラム内容の検討を行うとともに、標準的な研修教材の作成や、救護員の履修管理等の具体的な検討を行いました。
また、eラーニングの活用など様々な開催手法を取り入れながら、継続的に救護訓練及び研修を実施し、救護員等の

更なるスキルアップと新たな要員の確保に努めました。

被災者支援分野における活動の強化
近年の災害時においては、在宅や車中泊避難等の被災者の「避難形態の多様

化」が進み、従来の避難所を対象の中心とした支援では、様々な支援活動が行
き届かない場合があります。また、長期間の避難生活による身体的負担が原因と
される「災害関連死」の予防が課題とされています。

日本赤十字社においては、これまで以上に国民のいのちと健康、尊厳を守るた
めには、救護班の派遣による医療分野の支援を更に充実させるとともに、地域保
健ニーズへの対応、避難生活や生活再建を支えるボランティア活動など、被災者
支援分野における取り組みを強化する必要があることから、その実行性を高めるための検討を行っています。

令和５年度における災害においても、社会福祉協議会が設置する災害ボランティアセンターの運営支援や避難者への
リラクゼーションを実施するなど、様々な被災者支援が実施されています。

豪雨災害等への対応強化
令和５年度においても、６月末からの継続的な大雨や８月に発生した台風第６号

及び第７号の影響により河川の氾濫等が発生し、全国各地で広範囲にわたり人的・
住家被害が発生しました。

近年、頻発化・激甚化・広域化する豪雨災害において、日本赤十字社では被
災地のニーズに適時適切に対応するため、医療救護班やこころのケア班の派遣な
ど、「保健、医療」の分野での体制を強化してまいりました。

現在、被災者への更なる支援を強化していくために、災害フェーズごとの活動
内容を取り纏めており、引き続き、実災害におけるニーズの把握に努めながら救護活動への具体的な活用方法について
検討していきます。

気候変動に対する効果的な活動（緩和と適応）の研究・展開
近年の頻発化・激甚化・広域化する豪雨災害の影響等による地域住民等から

の高い受講ニーズを受け、令和５年度は、従前と比較して大雨・土砂災害をはじ
めとしたカリキュラムを普及する機会が全国的に増加しました。

また、これまで、赤十字防災セミナーを中心に防災の取り組みを進めてきました
が、赤十字の知見を更に社会へ普及するため、各種学会において防災教育に関
する発表を行ったところ、複数の有識者・他団体との交流に繋がりました。有識
者等からの助言、意見交換により「率先避難の伝え方」の研究を進める中で、豪
雨災害の避難行動について国立大学主催のシンポジウムで専門家や地域住民とと
もに考える場を設けることができました。

今後においては、有識者等とのネットワークを活用し、気候変動に対する効果的な活動ができるよう人材育成を進め
ます。

被災者にリラクゼーションを行う 
こころのケア要員（秋田県五城目町）

風水害における避難行動を伝える職員
（鹿児島県薩摩川内市）
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社会活動

地震における自宅の安全対策を一緒に考える親子（大分県佐伯市）

他団体との連携による赤十字防災セミナー・講習事業の推進
日本赤十字社では、社会の多様なニーズや様々なラ

イフステージに応じて、赤十字防災セミナー及び救急
法等の講習事業を実施しており、近年、超少子高齢化
が進む社会において、地域で支え合う体制を構築する
ため、他団体等との連携強化に取り組んでいます。

令和５年度は２つの事業の合計として約54万人が受
講しました。更に、赤十字防災セミナーでは、地震に
おける自宅の安全対策を確認する「家具安全対策ゲーム

（ＫＡＧ）」「おうちのキケン」、避難所生活を考える「ひ
なんじょ　たいけん」を新たに導入するなど、各都道
府県支部では事業を通じて地域防災に積極的に取り組
むことにより、引き続き、国民の健康・安全に寄与して
いきます。

避難所生活の意見交換を行う赤十字防災セミナーの参加者
（沖縄県南城市）
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　2.社会活動

講習事業のICT（情報通信技術及び同技術を利用したサービス等）化の推進
講習受講者の利便性向上や講習事務の効率化、また、新興感染症流行時にも継続して事業が実施できることを目的

に、講習事業のICT化を推進しています。令和5年度は、オンライン講習の実施をはじめ、学科部分をWebにより学習
できる方法を試験的に実施しました。また、動画教材の更新を行ったほか、指導者登録のシステム化等、講習事業にか
かる事務統一を図るシステム化の検討も進めています。

少子高齢社会・多様性の受容が進む社会に対応した地域づくりへの貢献
日本赤十字社の赤十字防災セミナー及び講習事業は、

少子高齢社会・多様性の受容が進む社会に対応した地
域づくりに活用することが可能なノウハウが含まれていま
す。令和５年度は、地域貢献活動を更に促進させ、活動
の基盤となるボランティアが研修に参加しやすい環境を整
備するため、赤十字防災セミナーの新カリキュラム導入に
合わせて指導者養成研修の内容を見直すとともに、講習
事業においては、救急法・水上安全法の指導員養成課程
の日数・時間の短縮等の検討を行うなど、ボランティア
指導者の拡充に努めました。

また、親子を対象とした防災イベント（赤十字防災セミ
ナー、救急法や炊き出し体験）の開催、夏休みに交流機
会が減る子どもたちが安心して過ごせるよう、団地集会所を活用した「子どもの居場所作り」を企業と青年奉仕団の協
力を得ながら実施しました。

今後においても、赤十字防災セミナー及び講習事業を活用した活動を推進することにより、地域づくりへの貢献に取
り組んでいきます。

ボランティアの声　「楽しい雰囲気で、受講して良かったと感じる講習を目指して」
日本赤十字社宮城県支部　救急法指導員　片倉　すみえさん

平成３１年からボランティア指導員として活動しています。コロナ禍もあり講習経験はまだ少
ないですが、「まずは私ができることから」をモットーに活動しています。
先日の講習会で受講者から「楽しかった」「学んだことが役に立ちそう」などのコメントが

ありました。講習会には、幅広い年齢層の方が参加しています。その時々で何を強調して伝え
るべきか、自分なりに目標を決めています。また、楽しい雰囲気で、受講して良かったと感じ
てもらえるような講習にしていきたいです。
今後も講習指導をはじめ他のボランティア活動にも参加したいと思っています。

指導員養成研修に参加するボランティア
（長野県長野市）

他地域の地域貢献活動の内容に耳を傾ける地域赤十字奉仕団員
（秋田県秋田市）

団地集会所で夏休み中の子どもたちと交流する青年赤十字奉仕団員
（愛知県名古屋市）
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青少年赤十字

地元がさらに住みよい街になることを目指して高校生が清掃活動を行う（栃木県）

青少年赤十字の概況
現在、学校教育では、学習指導要領に基づき課題の発見と解決に向けて主体的・対話的で深い学びを取り入れるこ

とが重要視されています。

青少年赤十字（JRC）は100年以上の歴史の中で、「健康・安全」・「奉仕」・「国際理解・親善」を実践目標に、「気づき、

考え、実行する」を態度目標として掲げ、いのちの大切さや人のために自ら考えて行動できる子どもたちを育成してい

ます。現在は、１万4,400校を超える加盟校内で約343万人の青少年赤十字メンバー、約28万人の指導者が活動して

います。令和５年度も各学校で様々な活動が子どもたちの手で実践されたほか、人道の輪をさらに広げるため、指導者

の育成や子どもたちのリーダーシップを育てる各種事業を行いました。
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　3.青少年赤十字

青少年赤十字指導者の養成
リーダーシップ・トレーニング・センター（以下「トレセ

ン」という）は、青少年赤十字の最も特徴のある教育プ
ログラムの１つで、集団生活を伴う学習活動の場です。
参加した子どもたちに著しい成長がみられることから、こ
のプログラムは青少年赤十字を指導する先生方にも評価
されており、毎年夏になると全国各地でトレセンが開催さ
れています。

このプログラムをさらに活発なものにするため、毎年５
月末頃には全国から教員等を集め、トレセンを運営する指
導者を養成する講習会を開催しています。

令和５年度も同講習会を開催し、34人の参加者がトレ
センを実際に体験しながら、児童・生徒の指導に必要な
考え方や姿勢を、身をもって学びました。

参加者からは、「実際にトレセンを体験したことで、意図や方法等を学ぶことができた」、「自分で気づき、考え、行動
する生活を通して、そのノウハウや価値に気づくことができた」等の声があり、全国のトレセンでの指導力の発揮が期待
されます。

青少年赤十字国際交流事業の実施
青少年赤十字の実践目標の一つである「国際理解・親

善」を促進するため、11月には９つの姉妹赤十字・赤新
月社より26人の青少年赤十字メンバーを日本へ招待し、
本社研修及び支部研修を行いました。また、日本の高校
生39人も加わり、青少年赤十字国際交流集会“Tokyo 
2023”を開催しました。

今回はメインテーマとして「持続可能な未来に向けた青
少年赤十字活動」を、各自が選択可能なサブテーマとして

「気候変動」「平和教育」を掲げ、日本の高校生メンバー
と海外メンバーが各テーマについて情報交換やディスカッ
ションを行いました。

ボランティアの声　「子どもたちの主体的・自律的な態度の育成を目指して」
令和５年度青少年赤十字リーダーシップ・トレーニング・センター指導者養成講習参加者 

佐賀市立巨勢小学校　教諭　山口　拓也さん

７年前、初めて赴任した学校にJRC活動を積極的に取り組んでい
る先生がいたことでJRCを知りました。
今年度、トレセン指導者養成講習に参加したことで、地域・校
種の違いや特色から多くの学びを得たほか、同じ志を持つ先生が
全国各地にいることを実感し、よりJRC活動に従事していきたい、
という思いを持ちました。
いまは６年生の担任をしていますが、ＪＲＣに学校全体で取り組む

ことで、６年間の学校生活を通じて体系的なリーダー育成ができる
のではないか、と考えています。今後はトレセンのプログラムである
「先見」や「ボランタリー・サービス（Ｖ・Ｓ）」に学校全体で取
り組んだり、学校行事にＪＲＣの考え方を反映したいです。

全国の教員と課題を共有し、真剣に考えあう3日間は参加者にとって
貴重な体験となった （東京都）

参加したＪＲＣメンバーは、学んだ知識を広め、考えた行動計画を
地元で実行したい と気持ちを新たにしていた（東京都）

「普段から指導では子どもたちが自分の力で考える時間を大切にし
ています。答えを与えないことで失敗しても、それも含めた経験が子
どもの主体的な態度と課題解決能力を育てると考えています。」
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国際活動

被災者の声に耳を傾ける日本赤十字社看護師（シリア）

トルコ・シリア地震救援
令和５年２月にトルコ南東部のシリアとの国境付近でマグニチュード7.8の地震が発生しました。その後も同規模の余

震が続き、両国合わせて6万人近くが犠牲となりました。建物への被害が最も大きく、50万棟以上が損壊などの影響を
受け、また、330万人を超える人々が避難を余儀なくされました。

政府から「被災された方への食料の提供」にかかる主導的役割を任されているトルコ赤新月社は、発災初日から迅速
かつ大規模な炊き出しを展開し、被災された方に対して温かい食事の提供を続けました。

一方、約12年続く内戦と経済危機により1,500万人以上が人道支援を必要としていたシリアでは、地震の影響でさ
らに緊急支援ニーズが高まり、シリア赤新月社による物資や現金の給付、救急車サービスや巡回診療、こころのケア、
給水支援等が展開されました。

日本赤十字社は発災当初より連絡調整員を両国へ派遣、また、国際赤十字・赤新月社連盟（IFRC）や赤十字国際
委員会（ICRC）への資金援助を通じて両社の活動を支えてきました。加えて二国間の支援として、トルコにおいては、
シャワーや洗濯機を搭載した衛生車両の調達支援等、シリアにおいては薬剤師や看護師の派遣も行っています。今後も
国際赤十字と協力して、復興を見据えた支援計画の実践を推し進めていきます。
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　4.国際活動

アフガニスタン 複合人道危機に対する支援
アフガニスタンは３年連続の深刻な干ばつ、経済崩壊、数十年来の紛争、女性

や子どもの保護や難民・避難民の問題など、絶え間なく続く複合的な人道危機に直
面しており、国民の３分の２にあたる2,880万人が緊急人道支援を必要としています

（OCHA）。令和５年10月７日には、西部へラート州でマグニチュード6.3の大地震
が発生、1,480人以上が命を落としました（令和５年11月時点）。

日本赤十字社は、アフガニスタンでの複合的な人道危機全体に対する国際赤十字
の支援要請に対して、令和３年から継続的に資金援助や物資支援を行ってきました
が、ヘラート地震の発生に伴い「2023年アフガニスタン地震救援金」を募集し、国際赤十字・赤新月社連盟（IFRC）
に対して約6,500万円の資金援助を実施しました。日本赤十字社を含む国際赤十字の支援により、被災地では避難所
支援や防水ビニールシートの配付、こころのケア、現金給付支援などが行われています。また、令和５年12月から約３
か月間、被災地の巡回診療チームのサポートなど保健医療分野を支援するため、日本赤十字社の看護師１人をIFRCの
緊急対応要員として首都カブールに派遣しました。

今後も多くの人々、特に女性、子ども、高齢者、障がいがある人々を対象とした支援が続けられます。

バングラデシュ南部避難民への保健医療支援
平成29年８月にミャンマー・ラカイン州で発生した暴力から隣国のバングラデシュ

へ約70万人が避難を余儀なくされてから６年が経過しました。今なお帰還の目途が
たたず、避難民として約100万人が厳しい環境で生活しています。

日本赤十字社は、避難民の流入直後から緊急救援を開始し、バングラデシュ赤新
月社の職員や避難民ボランティアを中心に診療活動、母子保健サービスの提供、地
域保健活動、こころのケアを継続しています。地域に根差したこれらの活動は、自
分たちの地域への貢献意欲を向上させ、避難民自身の対応力や結束力を高めること
にもつながっています。避難民キャンプで頻発する火災や、毎年のサイクロン被害に際して、彼らは誰よりも早く現場に
駆けつけて救援活動を行います。また、本事業では避難民を受け入れる地元コミュニティへの支援も実施しており、避
難民と地元コミュニティ双方に対して心と体の健康を保つための支援を提供しています。

コミュニティ強化の取り組み
平成27年４月25日、ネパールで発生したマグニチュード7.8の大地震（約560万

人[国民の約５人に１人]が被災）後の緊急救援から復興活動に続き、日本赤十字社
は、令和３年１月からネパール赤十字社とともにコミュニティ主体の防災強化事業を
開始しました。令和５年度までにへき地の村々に日本の消防団とよく似た「地域自主
防災組織」14団を結成。村人たちが話し合って災害リスクマップを作成し、救急法
講習の開催や簡易堤防の整備を行うなど、地域の力を活用した様々な防災・減災対策に取り組みました。約９年間に及
ぶ一連の災害支援活動は、令和６年３月に終了を迎えましたが、その成果は「災害に負けない地域社会づくり」という
形で、ネパールの人々に受け継がれていきます。

このように赤十字は、地域住民の自助・共助の取り組みを促進するとともに、それ
を支える現地赤十字社の組織強化も支援しています。令和５年度、日本赤十字社は
カリブ海地域の防災対応能力強化等10事業に総額約１億200万円を支援しました。

ボランティアの声　仲間に伝え、支え合う「ピア・エデュケーター」
ザンビア赤十字社　カピリ・ムポシ支部　赤十字クラブメンバー　プレシャスさん

アフリカ南部のザンビア赤十字社では、エイズ孤児やHIV陽性者などの貧困世帯を支援する取り組みを進
めています。プレシャスさんが参加する赤十字クラブは、子どもや若者がHIV感染の有無に関係なく、誰で
も参加することが出来るグループで、HIV・エイズの予防、薬物、ジェンダーに基づく暴力など、若い世代
が直面する社会課題についての知識を同世代に広めるピア・エデュケーターを育成しています。
プレシャスさんの声
人のために何かすることが好きなので、ピア・エデュケーターになることができて、とてもうれしいです。研修を通じて得た知識

をもとに、自分たちに出来ることは何かを模索しているところです。これからもっとクラブを活発にして、みんなのために活動をし
ていきたいです。また、高校を卒業したら、進学して学びを続けることを目標としていますので、進学資金の支援を受けられるように、
勉強も頑張っています。

赤十字の支援を受けている女性世帯主と
会話をする日本赤十字社看護師©IFRC

子ども向けのこころのケアの活動に
参加する日本赤十字社要員

災害リスクマップを作成する村人たち

平成27年
ネパール地震
活動報告書
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運動基盤強化の取り組み
会員・社資

会員募集活動を行う奉仕団員（青森県）

日本赤十字社 アニュアルレポート 2023-202431

社資収入の推移
赤十字事業の財源となる社資収入は年により変動はあるものの、ここ数年、地震や豪雨などの大規模災害が頻発し

ており赤十字活動へのニーズは高まっています。
赤十字の使命を果たすための活動を継続的に行うため、安定した社資収入の確保に努めています。
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※海外救援金を除く。

（百万円）

過去５年間の社資実績額（令和元年度～令和5年度）

※百万円未満を切り捨てているため、法人と個人の合計額と表示している合計額は一致しないこと。

　5‒1.運動基盤強化の取り組み　会員・社資

会員組織の拡充に向けた取り組み
赤十字運動月間

赤十字の創始者アンリー・デュナンが生まれた5月8日を「世界赤十字デー」として、赤十字の使命や活動を普及する
運動が世界中で展開されています。また、国内では5月1日が日本赤十字社の創立記念日であることから、意義深い歴
史的な日のある5月を赤十字運動月間としており、会員への加入と継続について案内しています。

今後も赤十字の使命を着実に果たすため、社会のニーズの変化や地域の期待にあわせた活動を展開していくために、
より多くの方々に理解と協力を呼びかけていきます。

多様な社資協力方法
地域に密着した町内会や自治会等による社資募集方式を中心として、金融機関口座からの自動引き落とし、インター

ネットを利用したクレジットカードやスマホ決済アプリ等の導入を推進する等、寄付者の利便性を考慮した非接触型の寄
付方法を展開し支援者層の裾野を拡げる取り組みを実施しました。

会員とのコミュニケーションの活性化
会費等の社資がどのように使われているか、社会課題の解決に向けて赤十字がどのような活動を実施しているか等

の情報を会員に定期的にお届けするため、全国統一の会員誌「CrossCom-BOOK（クロスコムブック）」を令和３年７
月に創刊しました。会員誌には日本赤十字社あてのはがきを貼付し、会員からご意見をいただいています。

約28万人の会員は日本赤十字社の組織の根幹です。令和６年度までに全地域での導入を目標に、会員誌を会員と日
本赤十字社をつなぐコミュニケーションツールとして定着させ、赤十字活動に対する会員の一層の理解・協力につなげ
ていくことを目指します。

国際活動における資金募集の取り組み
「ＮＨＫ海外たすけあい」キャンペーンの実施

日本赤十字社の国際活動を推進するため、毎年12月にNHKと共同で「NHK海外たすけあい」キャンペーンを実施し
ています。NHKのテレビ・ラジオ放送に加え、ダイレクトメールやインターネットを通じて広く協力を呼びかけました。令
和5年度にお寄せいただいた寄付金は84,339件、約8億6,384万円となり、41回のキャンペーンの歴史の中で5番目
に大きなご支援額となりました。

海外救援金の受付
「海外救援金」は、主に海外で大規模な災害等が発生し、

被災国の赤十字社のみで対応することが困難かつ国際赤
十字・赤新月社連盟や赤十字国際委員会を通じた緊急救
援アピールが発出された場合等に募集を開始し、被災者
への緊急救援や復興支援に用いられます。令和5年度に
皆様から寄せられた海外救援金は以下のとおりです。

中東人道危機救援金 113,045,699円
バングラデシュ南部避難民救援金 113,164,167円
アフガニスタン人道危機救援金 22,104,715円
ウクライナ人道危機救援金 708,565,556円
イスラエル・ガザ人道危機救援金 530,852,514円
2023年トルコ・シリア地震救援金 1,340,059,416円
2023年アメリカ・ハワイ火災救援金 240,344,499円
2023年モロッコ地震救援金 257,759,232円
2023年リビア洪水救援金 144,325,094円
2023年アフガニスタン地震救援金 60,664,780円

発見された負傷者を搬送するボランティア
©モロッコ赤新月社

地域コミュニティでの啓発活動
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企業・団体とのパートナーシップ

「未来を担う子供たちに世界の平和を支える力を」

三井グループ350周年記念事業実行委員会

青少年赤十字事業への活動支援
三井グループ350周年記念事業実行委員会は、グループ25社から構成され、令和5年で350年を迎えた三井

グループの記念事業を実施するためにグループの存在意義を再確認しながら、社会課題の解決に取り組む姿勢
を体現すべく様々な社会貢献事業に取り組んでいます。

日本赤十字社の青少年赤十字事業と連携するプロジェクトはその記念事業のひとつとして実施しています。
令和5年度は、青少年赤十字国際交流事業（28ページ）と協働し、同事業への寄付のほか、国内外の青少年赤
十字・赤新月社メンバーが集って開催された青少年赤十字国際交流集会で、三井グループ社員も参加した「サ
ス学」（三井物産が社会貢献活動として実施している人材育成プログラム）セッションを実施しました。

記念事業の期間である令和9年度まで青少年赤十字事業を支援していきます。

「みついのちからをみらいのひとへ」
民間企業としての三井グループ、人道支援を行う青少年赤

十字では立場は異なりますが、地球の未来をつくろうとして
いる想いは同じです。この連携プロジェクトを通じて想いを
同じくする青少年赤十字の国内・海外の多くの若者たちと広
く繋がり、共に地球の未来をつくることを目指します。

三井グループ3５0周年記念事業実行委員会
青少年赤十字連携プロジェクトメンバーのみなさん

日本赤十字社 アニュアルレポート 2023-202433

売上の一部を寄付する社会貢献

株式会社 伊藤園
アルティウスリンク株式会社

日本赤十字社は、使命である「人間のいのちと健康、尊厳を守る」に共感いただき、パートナーシップにより、
その具現化に取り組んでいただける企業・団体を求めています。その実例として、パートナーシップ協定の締結や
寄付つき商品の販売、企業のリソースを生かした株主優待やポイントプログラムによる寄付などをご紹介させてい
ただきます。

株式会社伊藤園と日本赤十字社は、令和6年3月1日にパートナーシップ協定を締結しました。これは、同社の健
康茶飲料「おいしく大豆イソフラボン 黒豆茶」の売上の一部を日本赤十字社に寄付し、防災・減災をはじめとする
活動を継続的に支援することを趣旨としており、今回で3回目の協定締結となります。

また、同日、アルティウスリンク株式会社から、伊藤園独自技術「茶殻リサイクルシステム」と連携した新たな取
り組みについて発表がありました。茶殻紙を活用した電報台紙を開発、販売し、その売上の一部を日本赤十字社に寄
付するというものです。

このパートナーシップを通じて、3社はそれぞれ、また互いに連携し、災害に強い社会の構築と持続可能な社会へ
の貢献を進めていきます。

※ 茶殻リサイクルシステムとは、茶系飲料製品を製造する際に排出される「茶殻」を堆肥や飼料だけではなく限りある資源の代替原料としてリサイクルするシ
ステムです。

「支援は継続してこそ意味がある」
伊藤園はこれまでに、「お～いお茶」全飲料製品の売上の一部を寄付する「お～いお茶『絆

プロジェクト』」の実施や、被災地のみなさまが“絆”や“つながり”を持ち続ける一助となれ
るようなコミュニケーションの場「お茶っこ会（おいしいお茶のいれ方教室）」の開催など、
被災地支援に取り組んできました。また、日本赤十字社が取り組む「ACTION ！防災・減災」
プロジェクトへ賛同し、地域密着型の営業活動を通じた防災・減災の意識向上を目指す取り
組みを継続的に行っています。今回の「パートナーシップ協定」締結を通じて、伊藤園と日
本赤十字社はこれからも社会課題の解決に向けて取り組んでまいります。

株式会社伊藤園　特販営業本部　髙見　啓　様
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企業・団体とのパートナーシップ ～様々なご支援の事例～

自社財団を通じて災害に強いコミュニティを支援

スイス・リー財団

平時からの備えや災害時における支援協力

一般社団法人日本即席食品工業会

社員からの寄付とのマッチング
スイス・リー財団は、再保険、保険、その

他の保険ベースのリスクトランスファー大手
プロバイダーであるスイス・リーの社会的及
び人道的価値観にのっとり活動をしていま
す。 持続可能な社会の構築を支援するために、
財団はパートナーに対し、助成金融資やノウ
ハウの提供等を行い、令和6年1月1日の能登
半島地震後、財団はアジア太平洋地域の従業
員を対象に社内で募金活動を行いました。従
業員から集まった寄付に財団が同額のマッチ
ング寄付を乗せ、日本赤十字社に寄付を行い
ました。被災地における復興までの道のりは
長くなりそうですが、このような支援は日本
赤十字社の救護活動を継続するサポートとな
ります。

災害時等に活動する支援者サポート
一般社団法人日本即席食品工業会と日本赤

十字社は、令和5年に「災害時等における支
援協力に関する協定書」を締結しました。令
和6年能登半島地震では、災害発生初期から
復興支援活動までを担う日本赤十字社職員へ
の支援として、即席めんを無償提供しました。

令和2年から日本赤十字社の災害救護活動
や献血活動等を支援しています。

Picture Courtesy: The Swiss Re Foundation

日本赤十字社 アニュアルレポート 2023-202435

想いに共感してくださるお客様とともに進める社会貢献

フェイラージャパン株式会社
 『SAKURA(サクラ)』ハンカチの売上の一部で赤十字社
の活動支援

フェイラージャパン株式会社は、平成24年2月に東日本大震災復
興支援商品として『SAKURA(サクラ)』ハンカチの販売を開始。以
来毎年新しいデザインの商品が販売されるごとに売上の一部を寄付
し、これまで様々な災害復興支援や赤十字の活動を支援する活動を
続けております。

ATMを活用した社会貢献

株式会社セブン銀行
セブン銀行ATMを通じての募金受付

株式会社セブン銀行は、全国のセブン-イレブンをはじめとするセ
ブン＆アイグループの各店舗などに設置しているセブン銀行ATM
を通じて、現金による募金を受け付けており、その募金先の一つに
日本赤十字社があります。

ATM画面上で募金先や募金額を選び入金する仕組みで、店頭の
募金箱と同じような感覚でATMを通じて現金による募金ができま
す。1回あたりの金額範囲は1,000円～49,000円です。（硬貨の取
扱いはありません。）

ポイントを活用した社会貢献

株式会社ウェザーニューズ
ウェザーリポートで災害支援

株式会社ウェザーニューズは、災害復興支援と一人ひとりの防災・
減災への意識の向上に貢献したいと考え「ウェザーニュース」アプ
リ内で「チャリティーウェザーリポート」というチャリティー企画
を開催しました。期間中にアプリ内で空の写真の投稿（ウェザーリ
ポート）やアンケート調査（ソラミッション）への参加などでたま
るポイントを1ポイント1円に換算し災害救護支援として、日本赤十
字社に寄付を実施しています。
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運動基盤強化の取り組み
赤十字ボランティア

日本赤十字社 アニュアルレポート 2023-202437

「令和５年台風第６号及び７号に伴う災害」における鳥取市災害ボランティアセンターの運営を支援
（鳥取県鳥取市智頭町赤十字奉仕団、八頭町船岡赤十字奉仕団、若桜町赤十字奉仕団、

鳥取市河原町赤十字奉仕団、鳥取市赤十字奉仕団）

他団体との連携の強化
赤十字奉仕団等ボランティアの活動は、令和５年度も新型

コロナウイルス感染症の感染対策を講じ、それぞれの状況を
踏まえて工夫を凝らして実施しました。近年、気象災害が頻
発化・激甚化・広域化していることや、奉仕団員の高齢化や
減少もあり、奉仕団単独の活動のみならず、行政や地域の団
体等と連携した活動に取り組んでいます。

令和５年８月に発生した令和５年台風第6号及び第7号に伴
う災害において、鳥取県や岡山県等で河川の氾濫や橋・道
路等の交通インフラの被害が発生しました。鳥取県鳥取市赤
十字奉仕団は、社会福祉協議会等と協力して、災害ボランティ
アセンターの運営支援や孤立集落への救援物資の配付、高齢者へのお弁当配付等の多岐に亘る活動を行いました。奉
仕団間の地域を越えたつながりが、スムーズな被災者支援の活動に生かされました。

被災した隣町の奉仕団活動（高齢者への配食活動）を支援
（鳥取市用瀬町赤十字奉仕団）

　5‒2.運動基盤強化の取り組み　赤十字ボランティア

また、平時の防災・減災に関する活動においても他団体と連携して新たな
対象者に知識や技術を普及しました。沖縄県青年赤十字奉仕団は、学童施
設と連携し、児童向けの防災教室を実施しました。参加した児童は、地震に
対する自宅での備えや津波に関する学習だけでなく、グループワークや発表
に積極的に取り組み、防災・減災について考えました。

奉仕団等ボランティア活動実施のための研修の 
継続的実施

赤十字奉仕団等ボランティアが活動に必要な知識や技術を習得する研修と
して、「基礎研修」や「リーダーシップ研修」を実施しています。青森県では、
令和３年から２年続けて大雨災害が発生しました。今後、災害時において被災
地域の奉仕団が活動することが困難な状況も想定されることから、日本赤十
字社青森県支部では、近隣の奉仕団が支援できる体制の整備を図っています。
令和５年度は、近隣の地域奉仕団による合同防災研修会を実施し、連携を強化
しました。研修によって、防災・減災に関する知識・技術を習得することがで
きるだけでなく、普段の活動の活性化に向けた奉仕団同士の情報交換の場に
もなっており、お互いの活動を学び合うことで、新たな活動に繋がっています。

赤十字奉仕団等ボランティアの活性化における 
方向性のとりまとめ

社会環境等の変化を踏まえた今後の赤十字奉仕団の活性化を検討するた
め、外部有識者も交えた「これからの赤十字奉仕団等ボランティア検討委員会」
を開催し、赤十字奉仕団の活性化にかかる方向性をとりまとめました。本検
討委員会では、奉仕団員を対象とした奉仕団の現状と意識に関する調査結果
を踏まえ、課題を分析し、赤十字の強みを生かした活動や活動しやすい仕組
みの整備等の奉仕団活動の活性化や奉仕団員の維持・増強等の方向性をま
とめました。

また、令和４年度末に作成した「活動の手引き（トライアル版）」を活用した具体的な取り組みや、奉仕団の課題解決
のための研修会等を試行しました。日本赤十字社岩手県支部では、令和３年度から個人ボランティアで構成する「赤十
字地域の絆ボランティア」を組織しており、同メンバーが外部講師の支援を得て現在の課題を抽出し、具体的な活動計
画を立てて新たな活動に取り組んでいます。

変化する社会のなかで人道的ニーズに対応するため、救いたいという思いを赤十字ボランティア活動でつないでいき
ます。

ボランティアの声　「赤十字の仲間たちと課題解決に取り組んでいます！」
大分県青年赤十字奉仕団　石本瑛寛さん

私が赤十字のボランティア活動をはじめたきっかけは、大学入学時に友人に誘われて熊本県青
年赤十字奉仕団に入団したことです。それから年月が経ち、現在はブルガリアに留学中ですが、
ブルガリア赤十字のボランティアと大分県青年赤十字奉仕団との交流を行ったり、帰国時には大
分県青年赤十字奉仕団メンバーとともに、SNSを使った広報活動や、留学生対象の防災セミナー
を企画・運営したり、また救急法指導員として講習を行うこともあります。
日々の活動で出会えた新たな仲間との繋がりにより、視野が広がり、新たな分野にも興味を持
つことができることがボランティア活動の醍醐味だなと感じています。
これからも世界的な赤十字ネットワークを活かしつつ、身近な困っている人の役に立てるよう、
奉仕団の仲間と協力して活動していきたいです。
みなさんも身近なところでボランティア活動をはじめてみませんか？
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赤十字の防災教材に取り組む児童と青年奉仕団員
（沖縄県那覇市）

合同防災研修会に参加する奉仕団員
（青森県むつ市）

外部講師の助言のもと、活動の優先順位を決める
赤十字地域の絆ボランティアのメンバー

（岩手県盛岡市）



社会福祉事業

おやつの時間にスイカを頬張る施設に入所する子どもたち（岩手県）

社会福祉施設の安全・安心な運営
社会福祉施設は、様々な事情で社会的な助けを必要とする方を支えるた

めに、適正で安定した運営が求められます。
少子高齢化により福祉ニーズが増加する一方で、全国的な福祉人材の不

足及び処遇改善が社会課題となるなど、社会福祉施設の運営は依然として
厳しい環境に置かれています。日本赤十字社の社会福祉施設においては、
そうした環境下においても安全・安心な運営を継続するため、また、地域の
福祉拠点としての様々な取り組みを行っています。

良質なサービスの提供
社会福祉施設の安定した運営継続のためには、経営基盤の強化を図ると

ともにサービスの質の向上が必要となります。令和５年度は、施設内外の各
種研修への積極的な受講を促進するなど、職員のスキルアップの機会を充実
させるとともに、経営管理意識の向上を目指す取り組みを行いました。

子どもとの関係作りに必要な褒め方を学ぶ職員
（東京都）

様々な被災状況を想定した災害対応研修
（鹿児島県）
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　6.社会福祉事業

生産性向上への取り組み
福祉ニーズの増加や福祉人材の不足等の社会課題に対応していくためには、

施設の生産性を向上させることが重要となります。その方法の一つとして、ICT
（情報通信技術及び同技術を利用したサービス等）機器の活用による業務効
率化を推進することにより、職員の業務負担を軽減するだけでなく、利用者や
ご家族の安心にもつながります。令和５年度においては、各施設の運営課題や
業務効率化の取り組みの共有を行いました。

地域貢献活動の強化
社会福祉施設は、地域の福祉拠点としての役割を求められることを踏まえ、近隣住民等を対象に多様な地域貢献活

動を実施しています。

児童福祉施設における取り組み
乳児院等の児童福祉施設では、保育士をはじめ、看護師、心理士、

管理栄養士、家庭支援専門相談員等への育児相談とともに、様々な
講座・体験教室などによる子育て支援や、近隣の親子の集いの場であ
る育児サークルを継続して実施したほか、里親制度の普及啓発活動に
も取り組みました。

また、支部や地域奉仕団と連携して、子育て支援事業を行う職員を
対象とした幼児安全法等の講習を開催し、子どもに起こりやすい事故
や病気の予防に必要な知識と技術を再確認する機会を設けました。

高齢者・障がい者福祉施設における取り組み
特別養護老人ホーム等の高齢者福祉施設では、認知症高齢者とご

家族にやさしい地域づくりを推進するため、認知症サポーター養成講
座や近隣の学校における講座の実施、福祉の仕事を志す大学生や専
門学校生の実習受け入れを通じて、今後の社会福祉を担う人材育成に
取り組みました。

障がい者福祉施設においても、障がいのある方が安心して自分らし
く生活していくための支援体制の確保や自立促進を図ることを目的とし
た相談支援事業を継続しました。

これらの活動を通じて、高齢者や障がいのある方の社会的孤立等の
社会課題の解決に努めることにより、誰もが生活しやすい地域社会づくりに更に貢献していきます。

ボランティアの声　子どもたちとのふれあいを大事に
秋田赤十字乳児院ボランティアサークルててぽぽの会

ててぽぽの会は、秋田県青年の家(現	秋田県青少年交流センターユースパル)主
催のボランティア養成講座を修了したメンバーが中心となり立ち上げたボランティア
サークルであり、平成４年４月頃から活動しています。
「猩々袴（ショウジョウバカマ）」の花を「ててぽぽ」と呼ぶことから名づけられま
した。
現在は、40代から60代の世代を中心に月一回、乳児院に訪問して清掃や洗濯物

たたみなどの活動をしています。
過去には、乳児院の子どもたちとのふれあいを通して、親子で活動をしていたメ

ンバーの子どもが保育士になったこともありました。
これからも子どもたちとのふれあいを大事にし、愛情を注いだ活動をしていきたいと思います。

スマートフォンで随時映像を確認できる
見守りカメラ（福岡県）

奉仕団による職員対象の幼児安全法講習
（北海道）

近隣の高校での認知症サポーター養成講座
（埼玉県）
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医療事業

大津赤十字病院　ロボット支援手術（滋賀県）

地域医療に貢献できる病院運営の推進
各地域における地域医療構想に基づいた医療提供体制の整備

今後の人口減少・少子高齢化の進展により、高齢者人口の急増、生産年齢人口の減少が見込まれることから、各都
道府県は、地域の実情に合わせた効率的な医療提供体制を整えるため、医療計画の中で「地域医療構想」を定めてい
ます。公的医療機関である赤十字病院は、各地域における地域医療構想に基づく医療提供体制の再編に対応している
ところです。令和５年度は、宮城県の仙台赤十字病院と同県名取市の宮城県立がんセンターの統合に向けて宮城県な
どと基本合意書を締結したほか、滋賀県の長浜赤十字病院と市立長浜病院・長浜市立湖北病院の再編統合について協
議を開始しました。

災害時における地域医療の継続
公的医療機関である赤十字病院は、災害発生時には建物被害等を最小限にとどめ、医療の提供を継続する責務を有

しています。この責務を果たすため、全赤十字医療施設にて災害発生時の対応を記したBCP（事業継続計画）を整備
しています。令和５年度はBCPの実効性の向上のため、風水害等各種リスクに対応する統一した項目を掲載したBCPの
策定に取り組むとともに、各施設におけるBCPに基づく教育・訓練の実施促進に取り組みました。
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　7.医療事業

安心・安全で質の高い医療の提供
患者サービス向上のための医療DXの実施

医療DXとは、ICT（情報通信技術及び同技術を利用したサービス等）の活用により、医療にかかる業務やシステム、
データ保存の外部化・共通化・標準化を図ることで、より良質な医療を受けられるように、社会や生活の形を変えるこ
ととされています。赤十字病院グループにおいては、国が進めるオンライン資格確認等の医療ＤX施策の積極的な推進、
各赤十字医療施設における医療DXの好事例の共有などにより、医療DXが一層推進されるよう取り組んでいます。

新興感染症のまん延時に備えた感染症対策マニュアルの実効性の向上
赤十字病院グループは、令和元年度以降、施設の規模・機能に関わらず、様々な感染対策を講じながら新型コロナ

ウイルス感染症患者の診療を継続しており、令和6年3月31日までに累計69,832人の入院患者と累計724,036人の
外来患者を受け入れました。今後の新興感染症のまん延時に備えるため、令和５年度は新型インフルエンザ等感染症対
策ガイドラインの見直しやＢＣＰ作成に向けて検討を行いました。今後は、同ガイドラインに基づき、感染症対策マニュア
ルの改訂を進め、マニュアルの実効性の向上を図ります。

健全で安定的な経営基盤の構築
アフターコロナの経営状況

新型コロナウイルス感染症は、令和５年度においても病院の経営に大きな影響を及ぼし、入院患者数は令和元年度と
比較するとおよそ10％減少しました。同感染症にかかる診療報酬上の臨時措置等により、診療単価は上昇しましたが、
令和５年度決算における医業収支は約２９７億円の赤字となりました。これに対し、国や都道府県からの新型コロナウイ
ルス感染症への対応にかかる補助金を受けたことにより、総収支は約159億円の黒字となりました。

アフターコロナにおいても、引き続き、KGI（重要目標達成指標：経常収支）、KPI（重要業績評価指標：新入院患者数、
人件費負荷率）の目標値を設定し、各医療施設の月ごとの予算をモニタリングし、目標値と実績値の乖離が大きい施
設に対して経営改善に向けた施策を実施しました。また、中長期的に経営改善が必要な支援病院、重点支援病院及び
本部管理病院については、経営健全化計画に基づき個別の支援を強化しました。

グループ経営を推進することによる赤十字病院の経営効率の強化
赤十字病院グループは、人口減少に伴う患者の減少、医師の偏在や医療従事者不足による医療提供の継続困難な

どのリスクを有しております。これらのリスクが最も顕著となる2040年を見据えて、施設単位では対処しきれないところ
をグループ全体として対処できるよう新たな経営管理体制の構築に取り組んでいます。

経営のガバナンスを強化するとともに、グループ全体で保有する経営資源をさらに活用するため、大型医療機器の共
同入札への参加促進や新たな内部資金制度の構築など、赤十字病院の経営効率の強化に取り組んでいます。

ボランティアの声　恩を受けたら恩を返す
神戸赤十字病院　受付ボランティア　箱

はこ

崎
ざき

　良
りょう

さん

阪神淡路大震災の時、神戸にいた両親がボランティアさんに大変お世話になり、その
恩返しで平成23年3月の東日本大震災と同年9月の紀伊半島の大水害でボランティアさん
のためのボランティアを始めたのがきっかけです。当時はボランティア用トイレの掃除と給
水車の運転を行いました。
この度、神戸赤十字病院で母親を看取っていただき、お礼の方法はないかと考えてい
た時に病院のホームページでボランティア募集の記事を見つけ応募いたしました。
私にとってボランティアとは特別なことではなく、恩を受けたら恩を返す、という当たり
前のことのように思います。
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看護師等の養成

戴帽式に参加する姫路赤十字看護専門学校の学生（兵庫県）

赤十字施設の看護師キャリア開発ラダーの推進
超少子高齢社会において、自然災害対応をはじめ、新興感染症対応など、地域の保健、医療、福祉等の分野で重

要な役割を担う看護師は、社会から大きな期待が寄せられる存在となっています。日本赤十字社の医療施設等では、
赤十字理念を基盤とした高い看護実践力を備えた看護師を育成するため、平成18年度から看護師の能力開発の仕組み
として「赤十字施設の看護師キャリア開発ラダー」を導入しています。キャリア開発ラダーには、４分野（実践者、管理
者、国際、教員）を設けており、令和５年８月末時点で教員を含む看護師総数3万7,213人のうち71.0％の2万6,404
人の看護師が認定を受けています。

また、赤十字の看護師には救護員としての役割もあることから、「救護員としての赤十字看護師等研修プログラム」
を設け、救護員としての赤十字看護師・赤十字看護師長の育成と指導者の育成のための教育研修を継続して行うこと
で、災害看護に関する能力の向上に努めています。
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　8.看護師等の養成

赤十字施設及び同じ地域で働く看護師に広く学習機会を提供
赤十字の看護師等の教育施設では、看護師を看護専門学校10校及び看護大学６校（学年定員1,145人）、助産師を

助産師学校１校（学年定員40人）及び看護大学１校（学年定員10人）並びに大学院４校（学年定員38人）、保健師を

看護大学６校（学年定員149人）において養成しています。

また、赤十字の看護師等の教育施設から、令和５年度は1,073人の卒業生を輩出し、明治23年の看護師養成開始

以来、看護師養成実績は12万4,422人となっています。

なお、赤十字の看護師等の教育施設は、地域連携に積極的に取り組む教育機関として赤十字施設及び同じ地域で働

く看護職、介護職等の専門職や一般の方々を対象にしたリカレント教育（社会人の学び直しの場）機会の提供に努めて

います。
※赤十字の看護師等教育施設には学校法人日本赤十字学園が運営する看護大学も含む。
※赤十字の看護師等教育施設の養成数（定員）は令和５年４月現在。

赤十字看護管理者研修等の推進
日本赤十字社幹部看護師研修センターは、赤十字の理念である「人道」に基づいた豊かな人間性を養い、組織の推

進者、変革者として活躍できる看護管理者の育成を目指し、高度な教育を行っています。

令和５年度には、赤十字看護管理者研修Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ※、赤十字科目Ⅰ・Ⅱ、実習指導者講習会をオンライン形式で開催し、

全国の赤十字施設などから研修生が参加しました。令和５年度もオンライン形式中心の研修となりましたが、新型コロ

ナウイルス感染症の５類への変更を受け、フォローアップ研修等を集合形式で実施することができました。

互いに学びあい、赤十字看護管理者研修Ⅰは43人、同Ⅱは41人、赤十字科目単独Ⅰは37人、同Ⅱは19人、実習指導

者講習会は32人が修了しました。赤十字看護管理者研修Ⅲについては、能登半島地震災害対応を優先し、赤十字特講

を次年度へ延期しました。そのため今年度は日本看護協会認定看護管理者教育課程サードレベルのみ修了としました。
※日本看護協会認定看護管理者教育課程を兼ねる

ボランティアの声　あふれる笑顔を多くの人へ
長岡赤十字看護専門学校　看護学生赤十字奉仕団

私たちは、施設訪問をはじめ様々な活動を行っています。青少年赤十字メンバーの子どもたちに、看護師を目指した動機や思
いを伝えるとともに、スミレの花言葉『謙虚・誠実』に一緒に頑張っていきましょう…という思いを込めて、スミレの種を贈りまし
た。薬物乱用防止「ダメ。ゼッタイ。」普及運動では、多くの皆様に啓発資材の配布や国連支援募金への協力を呼びかけました。
また、献血者の皆様に親しみと季節を感じていただけるよう、長岡市内にある献血ルームの飾りつけを行いました。これからも多
くの人が笑顔になれるよう、活動していきます。
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血液事業

血漿分画製剤

献血から医療機関まで（令和５年度実績） ※ 供給本数は200ｍL献血から得られる量を１本として換算した数。血漿製剤の
換算は、FFP-120を１本、FFP-240を２本、FFP-480を４本としていること。

※端数の関係で各項目と合計の数値が必ずしも一致しないこと。

400mL献血

332万人

成分献血

1５6万人

200mL献血

13万人

医療機関血液センター献血者

事業所・学校、
献血ルーム等での受入れ

血液の検査・
製造・供給

輸血医療の実施

・献血バス 279台
・献血ルーム 136ヵ所

台数等は
令和６年３月31日時点

・検査拠点 ８ヵ所
・製造拠点 11ヵ所
・供給拠点 102ヵ所

拠点数は
令和６年３月31日時点

・約１万ヵ所へ供給

計501万人
原料血漿

赤血球製剤

血漿製剤

血小板製剤

6５2万本

213万本

878万本

120万リットル

計1,743万本 製薬メーカー

武田薬品工業（株）

献血の呼び込みをしている学生たち（東京都）

必要血液量の安定確保
献血の受入れと血液製剤の安定供給

日本赤十字社は病気やけがで苦しみ、血液製剤を必要とする方やそのご家族のために、安全な血液製剤を医療機関
に安定的に届ける使命を担い、血液事業に取り組んでいます。

令和５年度も、医療需要に見合った血液量の確保に努め、合計で501万人（前年度比100％）の方々から献血のご
協力をいただき、医療機関が必要とする輸血用血液製剤を安定的に供給するとともに、国内製薬会社に対して、血漿
分画製剤の原料となる血漿（原料血漿）の必要量を供給することができました。
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　9.血液事業

献血推進の取り組み
新しい生活様式を踏まえた献血血液確保体制の確立

アフターコロナ社会における献血推進としては、在宅やフレックス勤務が定着化し、
企業・団体への移動採血車（献血バス）の配車が難しくなってきました。企業・団
体の社員等の方が居住地近隣の固定施設等で献血をしていただけるよう企業側から
働きかけていただく仕組みを構築し、令和５年度には、2,088社52,639人の方にご
協力いただきました。さらに企業献血の意義と重要性を再認識していただくためのア
プローチとして、経済団体等において企業等の上層部の方に対して講演し、社会貢
献活動としての献血の重要性を社員等へ伝えていただく取り組みを行いました。

若年層を中心とした献血の普及啓発
コロナ禍におけるオンライン授業の増加をきっかけとして学校での献血実施が減少

したことに伴い、若年層の新規献血者も減少傾向にあることから、将来にわたる献
血基盤の維持と献血協力の持続的な確保を図るため、中学校や高等学校等におけ
る献血セミナーの実施や、献血推進プロジェクト『つなげ、その「ち」から』及び「は
たちの献血」キャンペーンにおけるテレビやSNSによる広報展開など、若年層を中
心とした献血の普及啓発に努めました。

さらに、学校教育への働きかけとして、小学４年生へ向けた「みんなで学ぼう　
血液のこと」と題した献血啓発冊子を作成し、全国18,463校へ合計121万冊以上
を配付しました。

供給体制の見直し
血液製剤のWEB発注の定着

血液製剤を医療機関にお届けする供給部門においては、血液製剤の受発注業務
の過誤の防止と効率化を図るため、令和２年度から血液製剤の発注システムを新た
に導入し、令和５年度には全国94％の医療機関がWEB発注となり、定着化が図られました。

血液製剤の安全対策の実施
輸血後副作用の減少を図る安全な輸血用血液の供給

献血血液を原料とする血液製剤については、輸血を受ける方の健康を守るため、常に安全性に関する情報を把握し、
最新の科学技術を取り入れることで、その安全性と品質の向上を図ることが求められています。令和５年度は血小板製
剤における輸血後細菌感染の安全対策として、同製剤への細菌スクリーニング導入に向けて、医薬品製造販売承認申
請及び各関連学会への情報共有を行いました。

また、供給開始に向けて、製造工程等の運用手順の確認や安定供給のためのシミュレーション等の取り組みを開始し
ました。

ボランティアの声　若年層に献血を広めたい！
令和６年度全国学生献血推進実行委員会委員長　近

こ ん

藤
ど う

 諒
りょう

汰
た

朗
ろ う

さん

献血って誰のために何をすることなの？？こんな疑問を持たれてる方や、知っているけどなかなか献
血できない...。という方は大勢いらっしゃいます。
全国学生献血推進実行委員会(学推)はそんな方の中で特に10代20代(若年層)の方々への献血推進

を目標とする組織です。
昨年はInstagramやTikTokを活用するなど、同年代だからこそ出来る方法で献血推進を行いました。
今年度も昨年の活動を継続しつつ、より多くの方々へ献血の尊さ、素晴らしさを広められるよう企画・
実行をしていきます。
私たち、そして皆さんの行動が誰かの助けになりますように。

「はたちの献血」キャンペーンポスター

献血啓発冊子
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コーポレート機能の充実強化
国内外の「人道支援活動の“要”」としてのブランディング広報の強化

第二次中期事業計画がスタートした令和５年度

は、「365日『動き続ける』人道支援のライフラ

イン」というコンセプトをベースに、日本赤十字

社の活動内容の認知・理解を促進し、好意を抱

いてもらうことに重点を置いたマス×デジタル×

リアルの「統合コミュニケーション」を推進しま

した。

俳優の上白石萌音さんをアンバサダーとして

新たに起用し、「赤十字は、動いてる！」というス

ローガンのもと、５月の赤十字運動月間では全

国でテレビCMを放送し、日本赤十字社が緊急

時だけでなく平時にも活動をつづけている姿を

伝えました。

また、全社共通計画に基づき、大規模災害に

対する日本赤十字社の人道支援活動をより多く

の国民に認知いただくため、「災害への備え」を

呼びかけるACTION！防災・減災プロジェクトを

実施しました。

令和６年１月に発生した能登半島地震において

は、平時から報道メディアとの密なコミュニケー

ションを図ることで関係を構築し、素早く情報提

供ができたことでニュースや全国紙・地方紙での

報道につながりました。

令和５年度は、日本赤十字社の活動の姿を伝

えつづけたことで災害救護に関する事業認知率

の向上に寄与し、対前年度比＋2.6％の34.6％

と伸長しました。

一 方 で、 日 本 赤 十 字 社 の 純 粋 想 起 率 は、

26.9％と対前年度比で▲1.3％の微減となりましたが、上位の人道支援団体との差は大きく縮まったことか

ら広報施策について一定の効果があったと考えています。

日本赤十字社石川県支部災害対策本部でメディアの取材を受ける職員

日本赤十字社 アニュアルレポート 2023-202447

大規模災害等が発生した際の事業継続等
大規模災害や新興感染症を想定した本社機能の維持

令和5年度はBCP（本社事業継続計画）を

見直し、災害時に加え、新型コロナウイルス

感染症総括・検証作業を踏まえ、新興感染症

まん延時を含む有事において全社的な総合調

整機能を担う本社の業務が停滞することのな

いよう体制強化を図りました。

また、災害時について日本赤十字社本社で

の事業継続が困難となった場合に備え、２カ

所の代替施設において事業継続及び災害対

策本部として運用するための設備強化を図る

とともに、ICT（情報通信技術及び同技術を

利用したサービス等）インフラを効果的に活

用することで、日本赤十字社の災害時活動を

より強固なものとすべく検討・施策の実施準

備を進めました。

さらに、本社災害対策本部業務にかかるモ

ニタリング業務を構築するために必要な論点

整理を行いました。

災害等資金の有効活用に向けた積立目標等の見直し

コロナ禍において、診療控えや新型コロナウイルス感染症対応の影響により、一時的な運転資金不足が

懸念された医療施設に対し、事業の枠を超えた資金貸付を行いました。この経験を踏まえ、今後、大規模

災害等の非常時において、同様の事態が発生することを想定し、活動用資金として管理している災害等資

金の有効活用について検討しています。

令和５年度は、有効活用の前提として、災害等資金について評価分析するために必要な基礎データ収集

と論点整理を行いました。

また、大規模災害時や感染症まん延期等の非常事態時に事業間で柔軟な財政支援が可能となるよう、

コロナ禍において実施した資金貸付等の検証を行いました。

日
本
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十
字
社

新
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ロ
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に
対
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日
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赤
十
字
社
の
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活
動
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集

人間を救うのは、人間だ。

新型コロナウイルス感染症に対する日本赤十字社の対応 活動記録集
【令和元年度～令和４年度】

新型コロナウイルス感染症に対する日本赤十字社の対応活動記録集_表紙.indd   全ページ新型コロナウイルス感染症に対する日本赤十字社の対応活動記録集_表紙.indd   全ページ 2023/09/05   10:322023/09/05   10:32
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気候変動への取り組み
気候変動への具体的な取り組み実施に向けた基本方針の策定

人道支援団体として気候変動による人道上の危機に際し、社として一丸となって取り組む必要があると

考え、令和５年度に「日本赤十字社における気候変動対応基本方針」を定めました。（参考：特集３「気候

変動への取り組み」17～20ページ）

環境にやさしい事業運営の実現

気候変動の「緩和」に向けて、これから日本赤十字社のCO2排出量の抑制に取組むにあたり、令和５

年度においては、全社のCO2排出量の現状把握、特徴的な施設の洗い出し等、その基礎となる各種デー

タの収集・分析を行いました。

医療事業においては、５施設を対象として試行的にエネルギー消費量や効果的な使用エネルギー削減方

法について調査を開始しました。また、血液事業においては、CO2削減に寄与する施策の検討を進めました。

人事・組織体制の充実強化
トータルリワードの視点からの職員の健康支援及び成長支援並びに多様性の推進

人口減少社会や各事業を取り巻く環境変化に対応し、安定的な人材の確保・育成・定着を図るため、『トー

タルリワード（総合的な人材への投資）』を掲げ、特に「健康増進」、「成長支援」、「多様性推進」の重点テー

マを中心に様々な施策を実施しました。

具体的には、医師の健康を確保し、地域医療の質と安全に資するための医師の働き方改革として「勤務

間インターバル制度」を導入しました。また、長期ビジョンを実現し、これからの日本赤十字社の事業展開

や組織運営に貢献できる人材の育成と成長を支援する「新たな制度・仕組みの構築」の検討を進めました。

加えて、職員の多様な価値観を尊重し、その能力が最大限発揮できる機会を提供することで、価値創造に

つなげていくことを目指し、仕事と育児の両立支援や職員の同性パートナーに関する福利厚生の充実等に取

り組みました。

新興感染症のまん延を想定した働き方の確立
今後も発生し得る新興感染症のまん延時に備えて、多様な働き方の確立を目指して「日本赤十字社在宅

勤務規程」を定め、各支部・施設で柔軟に運用できる在宅勤務制度を導入しました。

安定的な人材の確保・育成・配置
安定的な人材の確保・育成・配置を実現するため、職員が生き生きと働ける職場環境整備に取り組むとと

もに、令和５年度から「職員エンゲージメント調査」を開始しました。エンゲージメントを数値として見える化し、

共有することで、職員と相互にコミュニケーションを取りながらより良い職場づくりに取り組んでいます。

長期ビジョンで示された事業展開を支える体制の構築
長期ビジョン達成に向けて、令和４年度から導入された新たな業務執行体制に基づき、新たな体制におけ

る職務権限の在り方や役員のジェンダーバランスの確保など効果的な事業運営上の課題等を踏まえた事業

実施体制の検討を進めています。
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全社的なリスク管理能力の向上
日本赤十字社の事業にマイナスの影響を与える事件、事故の発生等による信用失墜等のリスクの最小化

を図るべく、リスク管理活動を段階的に進めています。令和５年度は、本社におけるリスク管理体制を整備

しました。令和６年度以降、本社内での本格運用及び全社への拡大に向けた検討を開始します。

ICTインフラ等の構築と日本赤十字社職員のICTインフラ活用能力の向上
ICT化・デジタル化を業務改革の手段と捉え日本赤十字社全体の経営効率化を目的として令和４年度に策

定した「日本赤十字社第２期ICT化基本構想」に基づき、令和５年度においては、ICTインフラ等の構築に

向けて検討・開発を進めています。

令和５年度においては、総務・企画部門、人事部門及び救護部門に関連する情報システム導入の検討を

進めました。

日本赤十字社における内部統制の強化に向けた監査機能の強化

日本赤十字社の内部統制機能の強化・高度化を図るため、令和５年度は内部監査として準拠性監査及

び事業監査（テーマ監査）を行いました。準拠性監査は、74施設を対象に実施し、改善の必要が見受け

られた支部・施設には改善指導を行いました。また、事業監査は長時間労働の是正状況、随意契約の適

正性をテーマとし、長時間労働の是正状況では、時間外・休日労働時間等のデータ分析と職員へのインタ

ビューを通じて、長時間労働に至る要因及び長時間労働削減の効果的な取り組みを探りました。随意契約

の適正性では、本社、医療施設、社会福祉施設を対象に不適正な契約の有無、契約事務の適正性、長

期間に渡り継続された契約の状況等を中心に評価しました。
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—　災害救護活動のバトンをつなぐ　—

振り返ってみると、僕と赤十字との出会いは、平成

13 年４月に武蔵野赤十字病院の救命救急科に配属され

赤十字の職員として働き出した時です。その後、今の

愛知医療センター名古屋第二病院に移りました。

平成 21年 3月から日赤DMAT研修という名称で今の

全国赤十字救護班研修会が始まり、当初から武蔵野赤

十字病院時代の恩人でもあった勝見敦先生が進められ

ていて、それを手伝ってきたことが災害救護活動との

出会いでした。その後、勝見先生が亡くなられる直前

から研修のバトンを引き継いで今に至るので、勝見先

生が引いて下さったレールに沿ってやってきたのだな

と感じています。

新型コロナウイルスへの対応において、病院でも対

策を立てておかなければいけないなと思ったのは、令

和２年１月の終わりでした。ようやくその頃愛知県で一

人目の感染者が出た時期でしたが、なぜそのようなこ

とを思ったかというと、麻疹や新型インフルエンザでの

経験があったからです。救急だけでなく病院全体で対

応しなければ無理だと整理をしていたところで、明日ク

ルーズ船に行ってくれませんかという話がありました。

稲
いな

田
だ

 眞
しん

治
じ

さん

日本赤十字社愛知医療センター名古屋第二病院救命救急センター長。愛知県支部災害医療コー
ディネーターを務める。平成23年東日本大震災、平成28年熊本地震災害、平成30年西日本豪雨災
害、令和元年10月台風19号災害、令和６年能登半島地震災害に派遣。日本赤十字看護大学附属災害
救護研究所災害救護部門の専任研究員。

Pickup
赤十字 わたし

（令和６年能登半島地震）
日本赤十字社石川県支部災害対策本部において

日本赤十字社茨城県支部救護班に
ブリーフィングを行う稲田医師

ダイヤモンドプリンセス号に向かう
日本赤十字社救護班

令和 6年 1月 1日に発災した能登半島地震では、日本赤十字社は

災害医療コーディネーターを被災地全域に派遣し続け、救護班を派

遣し、こころのケア活動を実施したほか、高齢者の避難を支援しま

した。日本赤十字社のこれまでの救護班員の育成が実を結び、その

底力が示されたとも言える活動でした。

恩師から引き継いだバトンを持って、救護班員の育成に取り組み、

走り続ける稲田医師に、その走りを支える思いについて伺いました。
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赤十字×わたし

人道組織としてできる支援をやらなければ、乗客乗員数千人を救うことができなくて災害救護が

できるかという思いでした。皆同じ思いだったと思います。

ただ、帰ってきてからは、周りからどう思われるかという反応が恐ろしく、「あの船に乗って

活動してきました」と大手を振って一般の取材でも言えるようになったのは、２年くらい経って

からでした。感染症にまつわるスティグマが、いかに手ごわいのかということが良く分かって、

同じ思いを他の人にさせてはいけないということを強く認識しました。

また、愛知県はクラスター施設の支援にあたり、愛知県のDMAT要員である医者 10人くらい

で全て対応しました。僕一人で３年間40箇所くらい回り、赤エリアも個人防護服を着て入り、色々

なアドバイスをしました。施設の皆さんは、周りから責められるような目で見られるということ

を気に病んでおられたので、「いや、悪いのはウイルスであなたたちではないよ」というところ

から始める活動が３年くらい続き、当初の差別された印象を矢面に立って対応している人たちに

感じさせないようにする活動が必要だという思いは一貫してぶれませんでした。

今回の能登半島地震でも新型コロナウイルス感染者が発生した時に、完全に隔離するとか、避

難者を別にするといった話が色々なところで出てきました。ハンセン病や新型インフルエンザの

歴史の中で、過剰な反応があって、隔離が人権制限であることが意識されないような状態になっ

てしまった反省すべき過去があるのに、分かっていても同じことを繰り返してしまうのだなと思

いました。歴史を知り、伝え続けていくことが必要だと思っています。

勝見先生と日赤DMAT研修を始めた時から、僕は救

護員の育成に携わってきました。活動に関心を持って、

自分もぜひ活動したいという気持ちで入ってくる若い

皆さんには、やりたいことにばかりに目を向けるので

はなく、まずは平時に自施設で与えられた業務をしっ

かり一生懸命こなしてくださいということを強調した

いと思います。地に足を付けて日頃の業務をしっかり

やることによって、練度も上がるから災害派遣された

時にちゃんとした活動ができます。そして、人は見て

います。平時の業務をしっかりやっていけば、自ずとそういう道も開けると思います。

また、災害救護活動のベースになるのは、数多くの救護活動に関わる日本赤十字社職員が自発

性を持って動けるようになることで、組織としてのレ

ジリエンスをより強めるというところだと思っていま

す。救護班研修はそうした方向に舵を切っており、しっ

かりそこを軌道に乗せることが自分の仕事だと思って

います。そこまで繋ぐことができれば、道筋を作って

くれた勝見先生に「ここまでやりました」と報告でき

るかなと思っています。

（平成28年熊本地震）
日本赤十字社熊本県支部災害対策本部において

ミーティングを行う稲田医師

（東日本大震災）花巻にて被災者を診療する稲田医師
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奉仕団は防災減災を考える
児童と保護者の応援団！

オンラインJRCメンバー交流会

支 部の活動
　日本赤十字社は、日本全国47都道府県に各１支 部を置き、地域に根差した活動を実施しています。
今回は、その中から２つの支部に焦点を当て、それ ぞれの地域が抱えるニーズに応じた活動を掘り下
げてご紹介します。

●　日本赤 　 十字社　●

静岡県支部 東京都支部

近年、大雨等の風水害はその頻度だけでなく、被害も大

きくまた広範囲に及んでいます。また、南海トラフ地震等の

大規模地震の切迫性は高まっており、事前の備えが急務と

なっています。日本赤十字社静岡県支部では、平時から奉

仕団への炊出し研修など災害時に活動するための準備を

していますが、中でも浜松市三ヶ日赤十字奉仕団はその研

修を生かして、令和 5 年 10 月に地区社会福祉協議会（以

下、「地区社協」という）とともに地元の小学校で「親子防災

活動」を開催しました。

このイベントは、かねて「地域の人材を活かした福祉活

動」を考えていた地区社協と、「地域と連携した防災教育」

を目標としている三ヶ日東小学校、そして「防災・減災の知

識や経験を子どもたちに普及させたい」と考えていた三ヶ

日赤十字奉仕団の思いが一致して実現しました。

当日までに、地区社協と赤十字奉仕団はそれぞれ打合

せを重ね、安全に、また時間内にイベントが実施出来るよう

準備を進めました。三ヶ日東小学校 5 年生の児童と保護者

を対象に行われたこのイベントは、総合学習の授業のなか

で行われ、参加した 31 組 65 人の参加者は「災害時にも

日常にも生かせる災害食づくり」をテーマに、ピラフと豆乳

プリンづくりに挑戦。耐熱性のポリ袋に食材を入れて大釜

でゆで、災害時でも手軽に美味しい食事が作れることを体

験しました。

児童からは、「意外に簡単に作れて美味しかった」「本当

に災害が来たときのために対策したい」との感想が寄せら

れ、保護者からも「家でも防災について親子で話すことが

できた」との声があり、家庭で災害に備えるきっかけとなっ

たことがうかがえます。

三ヶ日赤十字奉仕団の原澄子 ( はらすみこ) 委員長は、

「準備はとても大変でしたが、関係者で協力しあって実施

出来ました。今後も域内の小中学校でこの活動を実施して

行く予定です。」と今後の抱負を述べていました。

日本赤十字社東京都支部では、他校のメンバーと交流しな
がら、様 な々体験を通して青少年赤十字の実践目標に関する
学びを深めることを目的として、青少年赤十字加盟校の中学
生・高校生による東京都青少年赤十字メンバー連絡協議会
を組織しています。この協議会では年６回程度、青少年赤十字
（JRC）中高生メンバー交流会を開催しており、その企画・運営
は支部職員や学校の先生ではなく、役員に立候補した高校生
が行っています。
新型コロナウイルス感染症が世界的にまん延していた間も、
協議会の役員は工夫を凝らして活動を続け、令和４年度の青
少年赤十字 100 周年の節目には「オンラインミーティング
TOKYO」を開催し、WEB会議ツールを駆使して都内の青少
年赤十字メンバーが集うイベントを成功させました。
「オンラインを使えば、たくさんの人とつながれる」、これまで
の経験で学びと自信を得た協議会メンバーは、全国の青少年
赤十字メンバーともっと交流したい、お互いの活動を学びあい
たい、という思いを強くしました。
そこで、令和５年度は「全国の仲間とつながろう！JRCオンラ
イン交流会」を企画。本社が主催した国際交流集会（28ペー
ジ参照）に参加したメンバーが集会で知り合った全国の高校生
メンバーにも声をかけ、令和６年１月20日（土）に14都府県約
70人の中学生・高校生がオンライン上で交流しました。
当日の司会・進行を行ったのも、もちろん協議会の高校生
役員たちです。

グループに分かれて行った各学校の活動報告では、募金活
動や献血の協力呼びかけ等、共通した活動があることや、観光
施設の清掃、イベント運営のボランティア、子ども食堂のお手伝
い等、地域の特性を生かした活動があることを学びました。
続いて行われた「誰もが暮らしやすい社会にするために
JRC ができること」について考えるグループディスカッションで
は、「暮らしやすさ」を感じていない人は誰なのか？から考える
班もあれば、地域にある人材をもっと活用すれば暮らしやすさ
につながるのではないか？と考える班、まずは身近な地域単位
でできることから考え始めた班等、それぞれの視点を活かしな
がら生き生きとした討議が行われました。
イベント終了時には、参加者たちは２時間のオンライン開催
のプログラムとは思えないほどの充実感に包まれていました。
当日の司会を務めた東京都青少年赤十字メンバー連絡協
議会会長の高校生は「初の試みでしたが、事前に役員で話し
合って企画を考え、本番では全国のみんなと沢山お話が出来
てとても楽しい会になりました。それぞれ地域特有の活動があ
りとても興味深かったです。また全国の JRC メンバーと交流し
たいです！」と感想を述べました。
東京都青少年赤十字メンバー連絡協議会では、今後も学
校・学年の垣根を越えて一緒に学び、学校内での日頃の
JRC活動に活かすことができる企画を考えていきます。

企画・運営を行った東京都青少年赤十字メンバー連絡協議会親子防災活動を企画・運営したメンバー

全体の司会は
連絡協議会会長が務めました

家庭で取り組みやすい
備蓄の方法であるローリングストック

についても学びました

奉仕団員の説明をしっかりと聞いて
防災食づくりに挑戦しました！

画面越しでも
地域を越えて
絆を深めることが
できました
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がら、様 な々体験を通して青少年赤十字の実践目標に関する
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協議会の役員は工夫を凝らして活動を続け、令和４年度の青
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TOKYO」を開催し、WEB会議ツールを駆使して都内の青少
年赤十字メンバーが集うイベントを成功させました。
「オンラインを使えば、たくさんの人とつながれる」、これまで
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イン交流会」を企画。本社が主催した国際交流集会（28ペー
ジ参照）に参加したメンバーが集会で知り合った全国の高校生
メンバーにも声をかけ、令和６年１月20日（土）に14都府県約
70人の中学生・高校生がオンライン上で交流しました。
当日の司会・進行を行ったのも、もちろん協議会の高校生
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動や献血の協力呼びかけ等、共通した活動があることや、観光
施設の清掃、イベント運営のボランティア、子ども食堂のお手伝
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イベント終了時には、参加者たちは２時間のオンライン開催
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校・学年の垣根を越えて一緒に学び、学校内での日頃の
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令和５年度決算の概要
（千円）

令和４年度
決算額

令和５年度
予算現額

令和５年度
決算額

対前年度
増減額

一般会計

本社と支部を
合算

歳 入 59,656,477 87,636,735 87,095,163 27,438,685

社 資 収 入 35,838,737 29,917,233 30,021,184 △ 5,817,552

委 託 金 等 収 入 115,718 109,385 106,336 △ 9,382

補助金及び交付金収入 1,012,914 1,222,548 964,088 △ 48,825

災害義援金預り金収入 624,243 38,179,602 38,182,279 37,558,035

繰 入 金 収 入 5,261,450 11,284,864 9,752,258 4,490,808

そ の 他 11,997,879 3,082,619 3,170,176 △ 8,827,703

前 年 度 繰 越 金 4,805,533 3,840,484 4,898,839 93,305

歳 出 54,757,638 87,636,735 82,200,791 27,443,152

災 害 救 護 事 業 費 2,937,154 20,479,967 20,224,187 17,287,033

社 会 活 動 費 2,867,453 3,216,516 2,660,739 △ 206,714

国 際 活 動 費 8,541,861 8,303,099 7,872,172 △ 669,689

指定事業地方振興費 1,260,383 690,443 688,619 △ 571,764

地区分区交付金支出 1,757,820 1,997,652 1,730,752 △ 27,068

社 業 振 興 費 3,175,051 3,871,294 3,516,817 341,765

基盤整備交付金・補助金支出 2,612,465 5,058,715 4,329,509 1,717,044

積 立 金 支 出 12,521,411 30,605,800 30,451,053 17,929,641

総務管理費・監査費 4,928,314 6,583,154 4,939,342 11,028

資産取得及び資産管理費 2,158,340 3,401,076 2,673,107 514,767

本 社 送 納 金 支 出 2,346,962 2,477,116 2,447,139 100,177

そ の 他 9,650,418 668,024 667,350 △ 8,983,068

予 備 費 0 283,878 0 0

歳 入 歳 出 差 引 額 4,898,839 0 4,894,372 △ 4,466

医療施設
特別会計

本社と病院を
合算

収 益 的 収 入 1,239,159,995 1,186,437,580 1,174,609,394 △ 64,550,601

医 業 収 益 1,074,315,654 1,128,504,868 1,092,955,907 18,640,253

入 院 診 療 収 益 713,908,085 ― 729,226,761 15,318,675

外 来 診 療 収 益 320,796,110 ― 325,215,232 4,419,121

そ の 他 39,611,458 ― 38,513,914 △ 1,097,543

医 業 外 収 益 150,155,083 43,289,240 66,622,039 △ 83,533,043

医療社会事業収益 795,904 901,884 839,914 44,010

付 帯 事 業 収 益 12,633,505 12,456,104 12,456,717 △ 176,787

特 別 利 益 1,259,847 1,285,484 1,734,814 474,966

収 益 的 支 出 1,169,676,544 1,217,429,783 1,158,712,789 △ 10,963,755

医 業 費 用 1,131,126,019 1,177,858,009 1,122,661,017 △ 8,465,002

材 料 費 338,089,983 ― 354,594,825 16,504,841

給 与 費 554,121,475 ― 526,514,896 △ 27,606,578

委 託 費 78,640,866 ― 80,487,550 1,846,683

設 備 関 係 費 109,505,193 ― 113,578,035 4,072,841

研 究 研 修 費 2,910,342 ― 3,488,429 578,087

経 費 47,858,158 ― 43,997,279 △ 3,860,878

医 業 外 費 用 11,780,002 12,514,974 11,474,255 △ 305,746

医 療 奉 仕 費 用 8,564,869 9,722,182 9,010,161 445,291

付 帯 事 業 費 用 13,871,950 14,116,036 13,674,978 △ 196,972

特 別 損 失 4,229,671 2,536,157 1,952,438 △ 2,277,233

法 人 税 等 104,030 125,962 △ 60,061 △ 164,092

予 備 費 0 556,461 0 0

収 入 支 出 差 引 額 69,483,451 △ 30,992,203 15,896,604 △ 53,586,846

資 本 的 収 入 85,674,727 138,443,225 87,751,403 2,076,676

固 定 負 債 15,223,406 38,364,147 16,755,204 1,531,798

資 産 売 却 収 入 39,300 0 8,506 △ 30,793

そ の 他 資 本 収 入 70,412,020 100,079,078 70,987,692 575,671

資 本 的 支 出 85,674,727 138,443,225 87,751,403 2,076,676

固 定 資 産 53,240,637 108,184,362 58,952,153 5,711,516

借 入 金 等 償 還 32,434,089 30,258,863 28,799,250 △ 3,634,839

〔〔　　　　      〕〕

〔〔　　　　      〕〕
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〔〔　　　　      〕〕

（千円）

令和４年度
決算額

令和５年度
予算現額

令和５年度
決算額

対前年度
増減額

血液事業
特別会計

収 益 的 収 入 165,900,830 163,208,422 166,555,270 654,440

事 業 収 益 160,783,097 160,588,000 162,120,721 1,337,623

輸血用血液製剤供給収益 146,727,812 ― 148,281,188 1,553,375

原料血漿供給収益 13,877,339 ― 13,657,761 △ 219,578

そ の 他 事 業 収 益 177,945 ― 181,772 3,826

事 業 外 収 益 3,402,081 1,456,858 2,792,672 △ 609,409

関 連 事 業 収 益 1,670,727 1,163,564 1,640,059 △ 30,668

特 別 利 益 44,923 0 1,817 △ 43,106

収 益 的 支 出 163,761,693 163,028,870 157,494,914 △ 6,266,779

事 業 費 用 160,875,986 160,075,394 155,010,888 △ 5,865,098

( 人 件 費 ) 63,863,158 ― 59,221,547 △ 4,641,610

( 材 料 費 ) 39,446,165 ― 40,626,010 1,179,844

( 経 費 ) 57,994,814 ― 55,435,372 △ 2,559,441

( そ の 他 ) △ 428,151 ― △ 272,041 156,109

事 業 外 費 用 746,438 52,455 48,811 △ 697,626

関 連 事 業 費 用 1,930,669 2,247,293 2,190,119 259,450

予 備 費 0 0 0 0

特 別 損 失 202,495 643,728 242,783 40,287

法 人 税 等 6,103 10,000 2,310 △ 3,793

収 入 支 出 差 引 額 2,139,136 179,552 9,060,356 6,921,219

資 本 的 収 入 12,794,057 36,402,993 25,179,626 12,385,569

借 入 金 等 収 入 1,012,344 1,095,217 681,592 △ 330,752

資 産 売 却 収 入 94,432 0 28,705 △ 65,727

そ の 他 収 入 11,687,280 35,307,776 24,469,329 12,782,049

資 本 的 支 出 12,794,057 36,402,993 25,179,626 12,385,569

固 定 資 産 支 出 12,457,878 36,122,759 24,899,392 12,441,514

借 入 金 等 償 還 336,179 280,234 280,234 △ 55,945

そ の 他 支 出 0 0 0 0

社会福祉施設
特別会計

各拠点区分を
合算

歳 入 19,027,304 20,159,184 19,240,106 212,801

事業活動による収入 13,514,005 14,353,097 13,965,855 451,850

（ 児 童 福 祉 施 設 ） 7,278,313 7,662,639 7,609,166 330,853

（ 老 人 福 祉 施 設 ） 3,918,963 4,267,039 4,033,392 114,429

（障害者福祉施設） 626,931 647,925 614,845 △ 12,085

（ 複 合 型 施 設 ） 1,689,797 1,775,494 1,708,450 18,652

（ 本 部 会 計 ） 0 0 0 0

施設整備等による収入 88,560 52,732 40,411 △ 48,149

その他の活動による収入 940,154 1,711,755 996,543 56,388

前期末支払資金残高 4,484,584 4,041,600 4,237,296 △ 247,287

歳 出 14,790,008 16,291,613 14,787,933 △ 2,074

事業活動による支出 13,561,413 14,670,098 13,479,854 △ 81,559

（ 児 童 福 祉 施 設 ） 6,937,821 7,516,652 6,895,180 △ 42,640

（ 老 人 福 祉 施 設 ） 4,129,785 4,432,412 4,116,319 △ 13,466

（障害者福祉施設） 666,843 685,736 568,178 △ 98,665

（ 複 合 型 施 設 ） 1,822,849 1,995,173 1,893,846 70,997

（ 本 部 会 計 ） 4,114 40,125 6,329 2,215

施設整備等による支出 385,603 517,793 323,809 △ 61,793

その他の活動による支出 842,991 1,038,936 984,270 141,278

予 備 費 支 出 0 64,784 0 0

歳 入 歳 出 差 引 額 4,237,296 3,867,571 4,452,173 214,876

※千円未満切り捨て

●本社、支部、施設間で重複計上されている主な経費

　①本社から支部、施設への交付金 28億637万8千円

　②支部から本社への社資送納金（一般会計） 24億4,713万9千円

　③支部から医療施設への繰出金 18億8,376万4千円

　④本社・医療施設間の内部取引（医療施設特別会計） 20億6,692万円

Japanese Red Cross Society Annual Report 2023-2024
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収支報告ハイライト
令和５年度

会費・寄付金・
海外への救援金

274億1,2５7万9千円
（60.1%）
個人・法人からの会費・
寄付金、海外への救援金
の寄付（社資収入）

継続事業のための繰入金

9５億1,39５万円
（20.9%）
前年度から継続して実施する災
害救護活動、国際救援活動等の
ための繰入金�＊国内災害に対す
る海外からの救援金２億３,１4１
万6千円を含む（繰入金収入）

その他

31億7,017万6千円（6.9%）
貸付金の償還金、資産収入等（その他）

国庫補助金や公益補助金

５億2,５8５万8千円（1.2%）
（補助金及び交付金収入）

国庫委託金など

1億633万6千円（0.2%）
国庫委託金等（委託金等収入）

前年度繰越金

48億9,883万9千円（10.7%）

　令和5年度、日本赤十字社は一般会計と３つの特別会計（医療施設、血液事業、社会福祉施設）をあわせて総額１兆
5,000億円を超える規模の事業を展開しました。このうち、個人・法人の皆さまからいただいた会費や寄付金を主
な財源として実施した活動にかかる歳入歳出は以下のとおりです。

456億 2,774万円歳　入
一般会計

※１）本社・支部間で重複計上されている２8億8,5３6万9千円については、歳入・歳出から差し引いて表示していること
※２）前頁の決算概要では、「次年度繰越金」を「歳入歳出差引額」として示していること
※３）千円未満を切り捨てているため、歳入と歳出それぞれの各項目の合計額と表示している合計額は一致しないこと

活動資金と義援金 何が違うの？

項　目 金　額
令和５年台風第６号災害義援金 6,443万3千円
令和５年台風第13号災害義援金 9,771万4千円
令和６年能登半島地震災害義援金 372億190万4千円
令和５年3月末で受付を終了した義援金 7,684万2千円

項　目 金　額
令和５年５月能登地方地震災害義援金 1億4,186万2千円
令和５年台風第２号等大雨災害義援金 1億1,413万円
令和５年６月30日からの大雨災害義援金 8,7５6万7千円
令和５年7月7日からの大雨災害義援金 4億7,466万6千円

災害義援金 382億5,912万1千円

日本赤十字社にお寄せいただいた義援金は、全額を被災都道府県の義援金配分委員会に送金し、同委員会で定める配分基準に従って、市区町村等の
自治体へ配分され、被災地の方々の生活支援に役立てられます。�※義援金が日本赤十字社の活動資金や事務経費に使われることは、一切ありません。

※前年度からの繰入額を含んでいること
※令和5年３月末で受け付けを終了した義援金はすべて各配分委員会へ送金済みであること
※千円未満を切り捨てているため合計は一致しないこと

みなさまのご支援により日本赤十字社が地域ニーズに応じた社会課題の解決を支える 市区町村等を通じて被災地の方々を支援

STEP 1 STEP 1STEP 2 STEP 2STEP 3 STEP 3 STEP 4 STEP 5

寄付者
防災などの教育

災害時の医療救護・こころのケア

各種講習
国内外で苦しんでいる

方々を支援

寄付者

寄付の
全額を送金

義援金受付団体
自治体・

日本赤十字社等（　　　　） 被災地の方々（ 　　　　）
市区町村等の
自治体

被害状況の把握
義援金の配分

義援金配分委員会

（ 　　　　）被害状況に応じて
配分額の決定

寄付者
防災などの教育

災害時の医療救護・こころのケア

各種講習
国内外で苦しんでいる

方々を支援

寄付者

寄付の
全額を送金

義援金受付団体
自治体・

日本赤十字社等（　　　　） 被災地の方々（ 　　　　）
市区町村等の
自治体

被害状況の把握
義援金の配分

義援金配分委員会

（ 　　　　）被害状況に応じて
配分額の決定

被災地の方々へ、お悔やみや応援の気持ちを
込めて贈るお金。義援金活動資金 いのちと健康、尊厳を守るため、赤十字の活動を

支援するお金。
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国内の災害対応のために

26億3,662万円（５.8%）
救援物資の整備・備蓄の費用等
（災害救護事業費）

「守る」をひろめる活動のために

26億５,862万2千円（５.8%）
救急法などの講習会、奉仕団・青少年
赤十字活動普及の費用（社会活動費）

海外での救援・
開発協力活動のために

77億999万9千円
（16.9%）
（国際活動費）

地域ボランティア活動
支援のために

17億3,07５万2千円（3.8%）
地区・分区への事業費・事務費の交
付金（地区分区交付金支出）

広報・普及活動のために

3５億1,681万7千円（7.7%）
会員への参加呼びかけや広報活動の
費用（社業振興費）

456億 2,774万円
一般会計

歳　出

　　  医療施設
診療報酬を主な財源とする赤十字病院
などの運営にともなう収入・支出です。

　　  血液事業
医療機関への血液製剤の供給による収
入を主な財源とする赤十字血液セン
ターの運営にともなう収入・支出です。

　　  社会福祉施設
措置費収入、介護保険事業収入などを
主な財源とする各種社会福祉施設の運
営にともなう歳入・歳出です。

※１)�差引額は千円未満を切り捨てているため、差は一致しないこと

特別会計

収入：1,66５億５,５27万円

支出：1,５74億9,491万4千円

差引額：90億6,03５万6千円

収入：192億4,010万6千円

支出：147億8,793万3千円

差引額＊：44億５,217万3千円

収入：1兆1,746億939万4千円

支出：1兆1,５87億1,278万9千円

差引額：1５8億9,660万4千円

赤十字施設の設備投資のために

70億9,436万５千円（1５.５%）
病院、血液センター、社会福祉施設の基盤
整備の費用（基盤整備交付金・補助金支
出）等

翌年度以降の
継続事業のために

97億7,949万9千円（21.4%）
翌年度以降に実施する災害救護活動、
国際救援活動等のために備える積立金

次年度繰越金

48億9,437万2千円
（10.7%）

事務管理のために

５6億669万2千円
（12.3%）
支部、病院、社会福祉施設の事務
局・本部機能としての事務経費等
（総務管理費・監査費、その他）

※２)�収入とは「収益的収入」、支出とは「収益的支出」、差引額とは「収益的収入支出差引額」（＊の差引額を除く）
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国際赤十字・赤新月運動（国際赤十字）

日本赤十字社 アニュアルレポート 2023-2024

National Red Cross/
Red Crescent Societies

各国赤十字・
赤新月社

赤十字のしくみ
　日本赤十字社は国際赤十字・赤新月運動（国際赤十字）の一員として、国内外で「いのちと健康、尊厳を守る」
ために活動します。

赤十字国際委員会（ICRC）
　武力紛争及びその他暴力の伴う事態によって犠牲を強いら
れる人々の生命と尊厳を保護し、必要な援助を提供します。

各国赤十字・赤新月社
　世界１9１の国・地域において紛争や災害時の救護活動や平
時における医療・保健、血液事業、青少年の育成等、各国に根差
した人道的な活動を行います。

国際赤十字・赤新月社連盟（IFRC）
　１9１の赤十字社、赤新月社の連合体。各国での活動を支援・
推進し、災害時等に国際的な活動の調整を行います。

International Federation
of Red Cross and

Red Crescent Societies

国際赤十字・
赤新月社連盟

２0１9年の連盟総会の様子（連盟設立１00周年を記念して日本赤十字社から絵画の贈呈を行った）

　国際赤十字・赤新月運動の基本
原則や国際人道法など、赤十字の
活動の根拠となる共通の理念と原
則に基づいて活動します。

共通の理念・原則
　全世界で１,600万人にも及ぶ赤
十字のボランティアが、地域の隅々
にまで根を張り、最も弱い立場にあ
る人々のために活動します。�

ボランティアの力 国際的なネットワーク

以下の3つの特徴を生かして世界規模の人道活動を展開しています。

　世界１9１の国と地域に赤十字・赤
新月社があり、それぞれの資源やノ
ウハウ、特徴を生かして、�互いに連
携して活動します。

International Committee
of the Red Cross

赤十字国際委員会
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目的
　日本赤十字社は、赤十字に関する諸条約及び赤十字国際
会議において決議された諸原則の精神にのっとり、赤十字
の理想とする人道的任務を達成することを目的とします。

名称及び所在地等
社　　名� 日本赤十字社
所 在 地� 東京都港区芝大門１丁目１番３号
電話番号� 0３-３4３8-１３１１

日本赤十字社の沿革
明治１0年� 博愛社設立（西南戦争における負傷者保護を目的）
明治１9年� 日本政府がジュネーブ条約に加入
明治２0年� 社名を日本赤十字社に改称　赤十字国際委員会の承認を得て国際赤十字の一員となる
明治３4年� �民法に基づく社団法人として認可される　勅令第２２３号により「日本赤十字社条例」（後の「日本赤十字�

社令」）が発布される
昭和２２年� 「日本赤十字社令」が廃止される
昭和２7年� �議員立法による単独法として「日本赤十字社法（法律第３05号）」が制定され、同法に基づく法人となる。　　　　　��

同法は、日本赤十字社の公共性と国際性を明らかにし、自主性を強調し、赤十字の中立性を厳に保障している

名誉総裁・副総裁
名誉総裁 ��皇后陛下
名誉副総裁���秋篠宮皇嗣妃殿下　常陸宮殿下・同妃華子殿下　三笠宮妃百合子殿下　寬仁親王妃信子殿下　高円宮妃久子殿下

日本赤十字社の概要

「より信頼される」日本赤十字社へ
　国民の理解と協力に支えられ、「いのちと健康、尊厳を守る」という使命を達成するために事業活動を行う
日本赤十字社は、高い公共性を有しながら、広く社会に貢献していくという役割を担っています。より信頼さ
れる組織として基盤をより強固なものとし、組織力を高めて業務を適正に行い、透明性を確保して説明責任を
果たしていくことで、より一層の理解・協力を得られる組織を目指します。

議決機関等
　日本赤十字社法において、「日本赤十字社は、社員をもって組織する。」と規定されています。この「社員」については、
一般的な会社員という意味に捉えられてしまうことがあり、わかりにくさもあったため、平成２9年度に日本赤十字社
定款を一部変更し、「社員」を「会員」に改め、「会員をもって日本赤十字社法上の社員とする。」と規定しました。
　日本赤十字社にとって会員は、組織の基礎をなすものであり、会費に協力いただくとともに、役員・代議員の選出や、
業務・収支決算の報告を受けるなどの権利があります。
　会員の中から、各都道府県支部において評議員が選出され、評議員会を組織し、評議員会で代議員（定数２２３人）
が選出されます。選出された代議員によって組織されるのが代議員会で、日本赤十字社の最高議決機関です。

理事
互選

指名

評議員会 代議員会
評議員 代議員

常任理事会 理事会
社長・副社長 理事

社長・副社長
執行会議

理事

会員

選出 選出
選出

選出
出
選

出
選 出

選

各都道府県支部の重要な業務に
ついて審議、支部長の諮問に答える

事業計画、予算・
決算等の審議と決定

代議員会に付議する事項や諸規程の制定及び改廃等
※常任理事会：業務執行上の重要な方針等の審議及び執行会議の監督
※執行会議：理事会から委任された事項の審議と決定

支部長・副支部長
支部の業務の管理

監査委員
支部の業務の監査
（管理・執行・会計）

監事
日本赤十字社の
業務の監査
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日本赤十字社の役員

清家 篤
社長 副社長 副社長

（一社）日本経済団体連合会�会長
鈴木 俊彦 十倉 雅和

社長・副社長

（令和６年４月１日現在）

田中 康夫
本社

日本赤十字社�事業局長（※）
渡部 洋一
日本赤十字社�医療事業推進本部長（※）

本社

日本赤十字社�血液事業本部長（※）
紀野 修一
本社

元�日本赤十字社�事業局長（※）
堀 乙彦
本社

本社

令和健康科学大学�学長（＊）
寺坂 禮治

本社

日本赤十字社�総務局長（※）
西島 秀一

本社
南 砂
（株）読売新聞東京本社常務取締役調査
研究担当（＊）

板東 久美子
本社

元�消費者庁長官（＊）

理事（＊）＝常任理事　（※）＝業務執行理事等

本社

三井不動産（株）相談役（＊）
岩沙 弘道

本社

元�駐スウェーデン日本国特命全権大使（＊）
渡邉 芳樹諸星 衛

本社

元�日本放送協会�理事（＊）

本社
池上 清子
（公財）プラン・インターナショナル・ジャ
パン�理事長（＊）

青森県

（社福）福祉の里�理事（＊）
木明 昭一郎

北海道
工藤 祐三
元�江別市情報図書館長

岩手県

元�盛岡市議会議員
守谷 祐志

山形県

山形パナソニック（株）�代表取締役会長
清野 伸昭

秋田県
野口 良孝
（社福）秋田市社会福祉協議会�顧問

伊東 昭代
宮城県

宮城県美術館�館長

福島県

（株）桜交通�代表取締役社長
小櫻 輝

群馬県

（財）群馬県交通安全協会連合会会長
町田 錦一郎

栃木県
五家 正
元�栃木県人事委員会委員長

小田部 卓
茨城県

茨城新聞社文化福祉事業団�理事長

神奈川県

（株）湘南営繕協会�代表取締役（＊）
最上 重夫

富山県

北陸電力（株）�相談役
久和 進

山梨県
金丸 康信
（株）テレビ山梨�代表取締役相談役

竹内 希六
新潟県

（福）新潟県社会福祉協議会�会長

石川県

医療法人社団�田谷会�理事長
田谷 正

岐阜県

瑞浪市長
水野 光二

清川 忠 花岡 利夫
福井県 長野県

清川メッキ工業（株）�会長 東御市長

静岡県

伊豆市長
菊地 豊

三重県
松岡 美江子
マツオカ建機（株）�代表取締役会長

勝山 正昭
愛知県

三協化成産業（株）�取締役会長（＊）

東京都

府中市長、日本赤十字社東京都支部府中
市地区地区長

高野 律雄

千葉県
大坪 紘子
千葉県赤十字奉仕団委員長

利根 忠博
埼玉県

（一社）埼玉県経営者協会�名誉会長
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滋賀県

近江鍛工（株）代表取締役会長
坂口 康一

京都府

元�亀岡市長
栗山 正隆

奈良県

日本不動産（株）�代表取締役
谷野 光司郎

兵庫県
武田 政義
元�兵庫県顧問

中谷 博昭
大阪府

日本赤十字社大阪府支部衛星都市郡部
赤十字奉仕団連絡協議会会長（＊）

岡山県

岡山トヨペット（株）�代表取締役会長（＊）
末長 範彦

島根県
浅津 知子
島根県連合婦人会�会長

尾田 一壽
鳥取県

(学)すみれ学園理事

和歌山県

（株）メイスンキタニ�代表取締役社長
木谷 聡一

広島県

（一社）広島県医師会長
松村 誠

徳島県
川島 周
（社医）川島会会長

藤家 幸子
山口県

山口県連合婦人会会長

愛媛県

前�新居浜市社会福祉協議会会長
鈴木 暉三弘

福岡県
荒牧 智之
（株）電気ビル�相談役

小田切 泰禎
高知県

（社福）土佐希望の家　常務理事

役員の定数は、社長１人、副社長２人以内、理事6１人、監事３人となっています。�
香川県の理事は、令和６年６月の代議員会において選出予定です。
現在、常勤の役員は社長、副社長１人、理事５人及び監事１人の計８人であり、他の役員は非常勤で無報酬です。

監事

元�日本赤十字社監査室長
脇本 潤一古賀 信行

野村ホールディングス（株）名誉顧問
釡  和明
（株）IHI�特別顧問

佐賀県

久光製薬（株）代表取締役社長（＊）
中冨 一榮

長崎県

（株）マゴオリ�取締役会長
馬郡 謙一

宮崎県

（学）大淀学園�学園長
田代 知代

鹿児島県

前�鹿児島市長
森 博幸

大分県
杉原 正晴
大分交通（株）代表取締役会長

愛甲 三郎
熊本県

日本赤十字社熊本有功会�役員

上間 優
沖縄県

大同火災海上保険（株）相談役
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監 査 報 告 書

　私たち監事は、日本赤十字社定款第２３条第4項の規定に基づき、令和5年4月１日から令和6年３月３１
日までの令和5年度における日本赤十字社の業務を監査したので、その方法及び結果について次のとおり報
告いたします。

社長、副社長及び理事の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に
違反する重大な事実は認められません。

業務報告書及び事業報告書は、法令及び定款に従い、日本赤十字社の状況を正し
く示しているものと認めます。
　
歳入歳出決算書その他の決算書類は、日本赤十字社の収支、財産及び損益の状況
をすべての重要な点において適正に表示しているものと認めます。

(１)
　

(２)　
　

(３)�

２  監査の結果

　令和6年6月２１日
日本赤十字社　監事　　脇本　潤一

日本赤十字社　監事　　釡　　和明

日本赤十字社　監事　　古賀　信行

理事会及び常任理事会その他重要な会議に出席し、社長、副社長及び幹部職員等からそ
の職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を
閲覧しました。また、事業年度終了後には社長から事業実施状況の報告を受け、必要に応
じて説明を求めました。さらに、支部の業務の管理及び執行については各支部の監査委員
から監査の結果について報告を受けました。

ア

会計の監査を委託している監査法人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施し
ているかを監視及び検証するとともに、監査法人からその職務の執行状況について報告を
受け、必要に応じて説明を求めました。また、監査法人からその職務の遂行に関する事項
について監査業務を適切に遂行するために規定されている諸法令等に従って整備している
旨の通知を受け、必要に応じて説明を求めました。さらに、支部の会計については各支部
の監査委員から監査の結果について報告を受けました。

イ

１  監査の方法及びその内容

　各監事は、社長、副社長及び理事並びに幹部職員等と意思疎通を図り、内部監査部門及び
監査法人と連携し、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、次の方法で監査を
実施いたしました。また、当該事業年度にかかる業務報告書及び事業報告書並びに歳入歳出
決算書その他の決算書類について検討いたしました。

日本赤十字社 アニュアルレポート 2023-2024

監事監査報告
　日本赤十字社は、毎年一定の資金を納める会員及び様々な活動を展開するボランティアによって支えられています。また、事務
局として本社・支部、事業を実施する施設として病院・血液センター・社会福祉施設などがあり、多角的に赤十字事業を展開し
ています。

●本社・支部 ： 48ヵ所
●赤十字病院 ： 91ヵ所
●血液センター ： 54ヵ所
●社会福祉施設 ： 28ヵ所

赤十字施設分布図

赤十字
ボランティア

職員

年間献血者

約501万人

約83万人
会員

20.6万人
7.8万法人

個人

法人

青少年赤十字
メンバー

約343万人

赤十字
救急員等

約44万人

約6.7万人

全国に広がる日本の赤十字運動
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